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令和７年色麻町議会定例会３月会議会議録（第２号） 

 

令和７年３月５日（水曜日）午前１０時０３分開会 

 

 出席議員 １３名 

１番  工 藤 昭 憲 君  ２番  髙 森 すみえ 君 

３番  佐 藤   忍 君  ４番  佐 藤   忍 君 

５番  相 原 和 洋 君  ６番  河 野   諭 君 

７番  西 村 義 隆 君  ８番  小 川 一 男 君 

９番  今 野 公 勇 君  １０番  中 山   哲 君 

１１番  山 田 康 雄 君  １２番  白 井 幸 吉 君 

１３番  天 野 秀 実 君     

 

 欠席議員 なし 

 

 欠  員 なし 

 

会議録署名議員 

８番  小 川 一 男 君  ９番  今 野 公 勇 君 

 

 地方自治法第121条第１項の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町長  早 坂 利 悦 君 

副町長  鶴 谷   康 君 

総務課長  高 橋 正 彦 君 

企画財政課長  今 野   稔 君 

町民生活課長  渡 邊 勝 男 君 

会計管理者兼税務会計課

長兼総合徴収対策室長 

 今 野 尚 佳 君 

農林課長  浅 野   裕 君 

地域振興課長兼愛宕山公

園管理事務所長 

 菅 原 伸一郎 君 

建設水道課長  高 橋 秀 悦 君 

保健福祉課長補佐兼地域

包括支援センター次長 

 浅 野 葉 子 君 

子育て支援課長  今 野   健 君 

教育長  千 葉 律 之 君 
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教育総務課長兼学校給食

センター所長 

 今 野 和 則 君 

生涯学習課長兼公民館長 

兼農村環境改善センター

所長 

 山 田 誠 一 君 

農業委員会事務局長  山 崎 長 寿 君 

代表監査委員  早 坂 仁 一 君 

 

 職務のため議場に出席した者の職指名 

議会事務局長  遠 藤   洋 君 

書    記  大 泉 信 也 君 

 

 議事日程 第２号 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 一般質問 

 

 本日の会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 一般質問 

 

     午前１０時０３分 開会 

 

○議長（天野秀実君） 御参集御苦労さまでございます。 

  ただいまの出席議員は13名であります。定足数に達しておりますので、ただいまから

本日の会議を開きます。 

  日程に入るに先立ち、議長として次の報告をいたします。 

  本日の議事日程は、議員各位のお手元に配付したとおりであります。 

  地方自治法第121条第１項の規定により、会議事件説明のため出席を求めた者、前日

と同様であります。 

  職務のため議場に出席した者、議会事務局長及び書記であります。 

  次に、町長の施政方針説明に対する一般質問の通告がありました。通告者は10番中山

哲議員１名で、通告件数は１か件であります。通告書の写しは議員各位のお手元に配付

しております。 

  以上をもちまして、議長としての諸般の報告を終わります。 

  これより本日の日程に入ります。 

 

     日程第１ 会議録署名議員の指名 
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○議長（天野秀実君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第117条の規定により、議長において、８番小川一男議

員、９番今野公勇議員の両議員を指名いたします。 

 

     日程第２ 一般質問 

 

○議長（天野秀実君） 日程第２、一般質問を行います。 

  一般質問の通告がございますので、順次発言を許可いたします。 

  最初に、６番河野 諭議員の一般質問を許可いたします。一般質問席にて発言をお願

いいたします。河野 諭議員。 

     〔６番 河野 諭君 登壇〕 

○６番（河野 諭君） 改めまして、おはようございます。 

  それでは、３月会議、トップバッターとしてなんですが、質問の前にですね、昨日も

町長、少し触れておりましたが、大船渡市が山火事で大規模に火災が広がっております。

今日、明日と雨と雪なので、火がですね、大分、落ち着くんじゃないのかなというふう

に思いますが、一日も早く火が収まっていただければなというふうに願うばかりであり

ます。各自治体、支援の動きも出ておりますので、本町としてもですね、町でできる支

援を検討していただければなというふうに思います。 

  それでは、気炎万丈のごとくですね、大綱１点、ふるさと納税について質問をさせて

いただきます。 

  本町の自主財源につながる大事な事業だと思います。そして、これからほとんどの自

治体では人口減少や施設の老朽化で財源不足が懸念されます。その問題の解決につなが

る提案もしながら質問をしていきます。 

  ふるさと納税は地域の活性化につなげる狙いで平成20年にスタートし、新たな税収は

自治体の財政基盤を強化し、地域の産業を活性化させています。本町もですね、平成28

年11月からふるさと納税に力を入れてきました。職員の方もですね、返礼品の数を増や

したり、インターネットサイトの業者との契約を増やしたりと努力をしていると思いま

す。 

  そして、本町のこれまでの納税額は、大体1,000万円から1,800万円前後だと思います。

まだまだですね、私は伸び代はあると思いますし、最後にその提案もしていきますが、

まずもって今年度の納税額と件数をお聞きします。 

○議長（天野秀実君） 町長。 

○町長（早坂利悦君） 河野 諭議員の質問に答えたいと思います。 

  ふるさと納税関係ということでの質問であったようですので、まず、今年度のふるさ

と納税の状況でありますけれども、令和７年１月31日時点で納税額が1,781万7,000円、

返礼品の件数は928件ということになっております。 
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○議長（天野秀実君） 河野 諭議員。 

○６番（河野 諭君） 令和７年度１月31日時点で、総額の納税額は今のところ1,781万

7,000円ということでして、今年度、令和６年度、うまくいけば今までで最高の納税額

になるんではないのかなと思いますので、そこはですね、期待をしていきたいなという

ふうに思います。 

  納税額のアップする提案等々は最後のほうで行いたいと思いますが、返礼品の一つ一

つの納税額と件数について、詳細に答弁をお願いいたします。 

○議長（天野秀実君） 地域振興課長。 

○地域振興課長兼愛宕山公園管理事務所長（菅原伸一郎君） お答えをいたします。 

  令和７年１月31日時点での納税額とその件数ということでございますので、寄附額の

多い順にですね、申し上げさせていただきたいというふうに思います。 

  まず、１つ目、金のいぶき発芽玄米パックごはん24個入り、これが379件で793万

5,000円。同じく36個入りのものが153件、476万1,000円。同じく12個入りのものが213

件で247万3,000円。まず、この時点でですね、ほぼ約８割を超える寄附金額になります。

次に、えごま油100グラム３本、36件、54万円。ひとめぼれパックごはん12個入り２セ

ット、これが22件で40万2,000円。えごま油170グラム掛ける４本、13件、こちらが39万

円と。ひとめぼれパックごはん12個入り３セット、これが12件で31万3,000円。同じく、

ひとめぼれパックご飯12個入りの１セット、18件、18万9,000円。とまとケチャップ380

グラム３個、30件、18万9,000円。同じく、とまとケチャップ６個、12件、13万9,000円。

木工パソコン台かっぺいくん押印付き、これが６件、７万円。かっぱのゆ短時間入浴券

４枚、８件、６万4,000円。えごま油100グラム２本、これが６件、６万3,000円。かっ

ぱまんじゅう15個、これが６件、４万6,000円。レース編み、縦30センチ、横140センチ

のものが１件、４万円。小松牧場さんのミルクジェラート６個、これが３件、３万

7,000円。かっぱのふる里米（ひとめぼれ）精米10キロ、これが２件、３万6,000円。そ

れから、レース編み、縦19センチ、横75センチ、こちらが１件で３万円。かっぱのふる

里米（ひとめぼれ）精米５キロ、これが２件、２万2,000円。焙煎えごま油・焙煎えご

ま粉末セット、こちらが２件、２万円。かっぱのゆ１日入浴券２枚、こちらが１件、

8,000円。ＰａｙＰａｙ商品券2,100円分、１件、7,000円。ＰａｙＰａｙ商品券1,500円

分、１件、5,000円。 

  このほかですね、返礼品を希望しないという選択も可能でございまして、いわゆる純

粋な寄附として、そのほか３万8,000円の寄附をいただいております。 

  以上でございます。 

○議長（天野秀実君） 河野 諭議員。 

○６番（河野 諭君） 今、課長からですね、詳細な説明、答弁をいただきました。 

  本町の納税額のほとんどがですね、先ほど課長が言っておりました、金のいぶきのパ

ックごはん、これが８割を占めていると。 

そうした中で、エゴマ関係もですね、トータルしますと100万円以上の納税額となっ
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ていることで、これも大変本町にとってはいいことだなと思いますし、エゴマ関係、も

っとですね、知名度等々アップできる提案等々も最後のほうでしていきたいなというふ

うに思います。また、私が提案しましたかっぱのゆの入浴券関係もですね、計算します

と７万2,000円の納税額というふうになっておりまして、私もほんのちょっとの微力で

ありますが、本町の納税額に貢献していることはうれしく思います。 

  また、こういった提案等々はですね、後半のほうでやっていきたいなというふうに思

いますが、今年度、新たに加わった返礼品はあるのか、お聞きします。 

○議長（天野秀実君） 地域振興課長。 

○地域振興課長兼愛宕山公園管理事務所長（菅原伸一郎君） お答えをいたします。 

  今年度につきましては、ＪＡ加美よつばのトマトと玉ねぎのソースを新たな返礼品と

して追加いたしております。 

○議長（天野秀実君） 河野 諭議員。 

○６番（河野 諭君） 今年度はＪＡ加美よつばさんのトマトと玉ねぎのソースが新たに

加わったということで、担当課としてもですね、しっかり返礼品の開発といいますか、

しっかりと提案等々行ってですね、納税額アップにつながってるなというふうに思いま

す。 

  また、来年度ですね、４月以降、新たな返礼品の考えとか案がもし今の段階であれば

お聞きします。 

○議長（天野秀実君） 地域振興課長。 

○地域振興課長兼愛宕山公園管理事務所長（菅原伸一郎君） お答えをいたします。 

  現時点ではですね、来年度、新たな返礼品として追加をする予定の返礼品は、現時点

ではございません。 

○議長（天野秀実君） 河野 諭議員。 

○６番（河野 諭君） 現時点では新たな返礼品の考えとか案はないということでして、

やはり本町で新たな返礼品を増やしていくというのは、なかなか簡単ではありませんが、

ぜひ、そこは何とか知恵を絞ってですね、担当課としてもここは頑張っていただきたい

なと思いますし、私もその返礼品等々の案があれば、これからも提案をしていきたいと

いうふうに思っております。 

  ここからはですね、ふるさと納税、いわゆる自主財源がアップする提案をしていきた

いというふうに思っております。 

  2019年にできた基準で共通返礼品というのが可能になりました。例えば、茨城県では、

茨城といえば親善友好都市の牛久市さんがいますので、牛久市さんにいろいろ確認を取

りました。あくまでも分かりやすく説明をすると、これ、県が旗揚げをして44全ての自

治体、市町村で返礼品を出し合い、共通返礼品として設定して自治体同士で協力をして

自主財源アップにつなげていきませんかと、県が旗揚げをして声をかけたそうです。そ

して、全ての自治体、市町村がこれを了解したそうであります。要するに、他の自治体

の返礼品を活用できるのが、この2019年にできた基準であります。 
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  牛久市さんの例を挙げると、牛久市さんの地ビールを共通返礼品として使っていいで

すよと提供して、分かりやすく言うと、その代わりに他の自治体の肉類、果実類、果実

類というのは梨とブドウを使わせてもらっていると言っていました。この手法で、今現

在、牛久市さんの納税額８億円だそうなんですが、これがですね、この手法で何億円と

どんとアップしたと言っておりました。茨城県の行っているやり方は、これはですね、

ものすごい可能性がある手法だと思っております。 

  また、宮城県内では、加美町、塩竈市、七ヶ浜町で連携をして、定期便という形で１

回目は塩竈市のサーモン、２回目は加美町のお米、３回目は七ヶ浜町の牛タンという形

で定期便型の共通返礼品を設定しています。 

  共通返礼品というのはいろいろなやり方がありますので、工夫次第でいろんなバージ

ョンができます。この共通返礼品は、地場産品の少ない自治体を助ける目的でできた制

度でもありますし、本町にとってですね、これは本町だけでなく宮城県全体にとってメ

リットしかないと思いますが、この手法を取り入れる考えはないのか、お聞きします。 

○議長（天野秀実君） 町長。 

○町長（早坂利悦君） 先ほど答弁の中でもありましたけれども、現在、隣の加美町とは、

これを連携してのトマトと玉ねぎのソース、あるいは、とまとケチャップ、これを本町

でも利用させていただいているということはあります。 

  今、いろいろ提案いただきましたその点については、やはり検討しながらですね、あ

くまでもこのふるさと納税の場合は、返礼品が魅力なんですね。ですので、少し検討し

ながら、今言ったような思いはありますので、できるだけ本町にあってもこのふるさと

納税がより多く集まる方法といいますか、それを検討はしたいというふうに思います。 

○議長（天野秀実君） 河野 諭議員。 

○６番（河野 諭君） 町長はですね、答弁の中で、加美町さんとは共通返礼品で連携を

しているという答弁もいただきました。あくまでも共通返礼品の１つの手法でとまとケ

チャップとトマトと玉ねぎのソースというのを共通返礼品としていると。あくまでも共

通返礼品の中の１つの手法にすぎないということで、自治体同士での連携というのは、

さらに可能にこれはなってきます。 

  町長はですね、前向きなのかどうなのか分かりませんが、検討をしていきたいという

ような話ですが、もちろん検討は大事なんですが、町長はよく議会でも、お金がないと

いう答弁をしております。どっかの挨拶でも、たしかお金がないから皆さんの知恵を貸

していただきたいというような挨拶をしているのを私は目の前で聞いておるのを言いま

すと、検討しますとか言ってる場合では私はないんだろうと。できるのに検討するのは

大事なんですがね。 

大事なのは決断と実行でありまして、牛久市さんのというか、茨城県でやってる取組、

これはさっきも言いましたが県が旗揚げをしたと。そして、44全ての市町村がこれを了

解したと。納税額が全体的に、牛久市さんだけではなくて、茨城県としてどんと増えて

ると。これは、やはり町長がしっかりリーダーシップを発揮してですね、県に、村井知
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事なのか、担当課なのか、ちょっとそこはあれですが、しっかりと県のほうに茨城県で

やってる取組をぜひ宮城県でもやりたいと。これが宮城県全体の自治体の納税額がアッ

プするから、ぜひこれを県が旗揚げをしてほしいと。町長、ぜひこれは加美郡圏出の高

橋県議と一緒に要望していくべきではないでしょうか。お聞きします。 

○議長（天野秀実君） 町長。 

○町長（早坂利悦君） 言われていることについては、私も理解をしております。 

当然、本町としても、冒頭申し上げたとおり、ふるさと納税については、やっぱりも

っと本町へ協力してもらえるようにしていきたいということについては同じ考えであり

ますので、この共通返礼品ということについては、要するに相手がいるわけであります

ので、相手自治体もありますので、それも含めて検討しなくちゃならないということで

すね。 

それから、県に対しては、相談を申し上げてみたいというふうに思います。 

○議長（天野秀実君） 河野 諭議員。 

○６番（河野 諭君） 今、町長の答弁の中で、県のほうに相談を申し上げたいという答

弁をいただきましたので、やはりこれは正直、早い段階で、令和７年度の早い段階で要

望といいますか、相談をして、町長が宮城県全体の自主財源をアップする提案を県にし

ていけば、色麻町がですね、こういった納税額関係、引っ張っていくような、注目を浴

びることにもなりますので、ぜひ色麻町の町長としてですね、県を動かすように、ここ

は私は頑張っていただきたいなというふうに思います。 

これが色麻町にとってですね、これがうまくいったら納税額が牛久市さんのように何

億円と伸びるかもしれませんし、茨城県では何十億円と伸びている自治体もありますの

で、ものすごい可能性がある共通返礼品の手法でありますので、検討は大事なんですけ

ども、まず、こんないい私も提案をしておりますので、しっかりと決断と実行してです

ね、町長として私は頑張っていただきたいなと思います。 

  さらにですね、提案をしますが、総務省に確認を取りましたが、共通返礼品、県を越

えて連携はできないんですかとちょっと確認を取ったんですが、可能ですねと言ってお

りました。宮城県の色麻町と茨城県の牛久市は交流があるんですが、共通返礼品の連携

はできますかということ、再度、確認を取りましたら、可能ですねと総務省が言ってお

りました。本町にとっても牛久市さんにとっても大変メリットが私はあると思いますし、

さらによい関係ができると思いますが、ぜひ牛久市さんにもですね、ふるさと納税でタ

ッグを組みませんかという要請をしていくべきだと思いますが、それについて町長の考

えをお聞きします。 

○議長（天野秀実君） 町長。 

○町長（早坂利悦君） 多分、可能だということだから、できるでしょう。ただ、状況、

内容によっては、思いどおりのようにいくかどうかは別として、相談することについて

は、やってみることについてはやぶさかではございません。 

○議長（天野秀実君） 河野 諭議員。 
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○６番（河野 諭君） まずは牛久市さんに相談をしてですね、もし可能であればこうい

った連携、県を越えた連携というのは、総務省に確認を取ったら、過去はあったようで

すが、今現在は県を越えた連携をやってる自治体はないということですので、これがう

まくいけば日本で唯一だという自治体になりますので、ぜひ牛久市さんともですね、前

向きに進めていただければなというふうに私は思います。 

  このふるさと納税ですね、まだまだ本町にとっても伸ばせる可能性というのは十分、

私はあると思っておりますし、不可能なことを可能にしていくためには、私は町長の

リーダーシップが一番大事だと思いますが、ふるさと納税について、最後に町長の熱意

といいますか、意気込みをお聞きしたいというふうに思います。 

○議長（天野秀実君） 町長。 

○町長（早坂利悦君） これは繰り返しになりますけれども、ふるさと納税で応援しても

らうというのは、大変ありがたい話ではあります。確かに県内の自治体を見てみますと、

相当、額の開きがございます。本町はずっと多分、下だと思いますけれども、そういう

ことから言って、共通の返礼品ということで、このことについてプラス効果がもし本町

にあるとするならば、そのことについては真剣に捉えていきたいというふうに思います

ので、熱意があるかどうかというと熱意はございますので、結果を別として、いろいろ

できる範囲の中で相談するなりお願いするなりしていきたいというふうに思います。 

○議長（天野秀実君） 河野 諭議員。 

○６番（河野 諭君） 町長から熱意はありますということですので、しっかり町長とし

てリーダーシップを発揮してですね、頑張っていただきたいなというふうに思いますし、

私もこれからもですね、執行部とは、対決ではなくて、問題の解決のためにですね、議

論をしていきたいなというふうに思いますし、ふるさと納税や自主財源に関してはです

ね、議会執行部が知恵を出し合ってですね、何とかいい案を出して色麻町発展のために

ですね、また、宮城県の自治体を引っ張っていけるような自治体になれるようにですね、

議会、執行部が両輪となってね、これは頑張っていきましょう。 

  これで私の一般質問を終わります。 

○議長（天野秀実君） 以上で、６番河野 諭議員の一般質問が終わりました。 

  次に、２番髙森すみえ議員の一般質問の発言を許可いたします。一般質問席にて発言

をお願いいたします。髙森すみえ議員。 

     〔２番 髙森すみえ君 登壇〕 

○２番（髙森すみえ君） ２番髙森すみえです。 

  議長のお許しが出ましたので、一般質問をさせていただきます。 

  私たちの町にも行政の取組とか様々な情報を町民に届けるためのツールがいろいろあ

りますけれども、色麻の広報紙、それから、議会だより、そして有線放送が挙げられ

ますが、それ以外に町民に情報を届ける媒体として使っているシステムはありますか。 

○議長（天野秀実君） 町長。 

○町長（早坂利悦君） 髙森すみえ議員の問いに回答を申し上げたいと思います。 
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  有線放送以外の町民に情報を届ける方法ということでありますけれども、本町では、

町民に対して行政の取組や様々な情報を届けるために、広報紙や議会だより、あるいは

有線放送に加えて、ホームページがございます。 

ホームページでは、最新の行政情報やイベント情報、各種案内などを掲載しており、

いつでもアクセスして必要な情報を見ることができます。 

  また、災害情報、あるいは有害鳥獣の情報、防犯情報など、早急な周知を求められる

情報については、有線放送と併せて、登録メールでいち早く情報発信を行っております。 

  さらに、インスタグラムを活用し、町のイベント情報や本町の人、風景を配信し、関

係人口の創出に活用している状況でございます。 

  以上です。 

○議長（天野秀実君） 髙森すみえ議員。 

○２番（髙森すみえ君） 広報紙とか議会だよりに加えまして、ホームページ、登録メー

ル、そしてインスタグラムなど、いろいろなもので情報発信をされているようで、ホー

ムページなんかは、本当に詳しいことが、行政に関するあらゆることが載っておりまし

て、すごく調べ物をする上で役立っております。そのほかにも、やっぱり広報紙とか議

会だよりなんかがバックナンバーも全部そろってるのですごく、後のことをいろいろ見

るのに便利だなって感じておりました。議会のこういった中継なんかもされておりまし

て、後でも見返すことができますので、自分の勉強にもなってとてもありがたく思って

おります。 

  ホームページのほかにおっしゃられました登録メールですけれども、こちらに関して

は、今どのくらいの町民の方が登録されておりますか。 

○議長（天野秀実君） 総務課長。 

○総務課長（高橋正彦君） お答えいたします。 

  現在のですね、登録メールの登録者数は、432件でございます。 

  以上でございます。 

○議長（天野秀実君） 髙森すみえ議員。 

○２番（髙森すみえ君） 432件ということでした。町民の人口が6,000人ぐらいですので、

ちょっと登録メールに関しては少ないかなっていう印象を受けますけれども、この登録

メールの中で、緊急のものだけということになっておりますけれども、ほかにいろんな

ことを加えて発信するっていうことは、お考えにはなっているんでしょうか。 

○議長（天野秀実君） 総務課長。 

○総務課長（高橋正彦君） まずは、この登録メールに関しましては、なかなか登録者数

が増えないというようなお話をいただきました。昨年度の３月末から今年度中には54件

ほど増えております。 

  それでですね、まず、登録メールの使用方法でございますが、登録メールの配信容量

というのがありまして、それでですね、自然災害等による被害情報及び避難情報、有害

鳥獣等による被害情報、防犯等に有用な情報、その他緊急を要する事項ということで、
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一応この４項目に絞って、今、配信するということになっておりますので、髙森議員が

おっしゃいましたように、まだそれ以外の情報を発信するということは、今現在では考

えておりません。 

○議長（天野秀実君） 髙森すみえ議員。 

○２番（髙森すみえ君） はい、分かりました。 

  確かにどこかにいるとき、外出してるときなどにこういった緊急の登録メールや何か

で通知が来るっていうのは、とても大事なことでありがたいことだと思いますので、と

てもよいシステムだと思いますが、残念ながら登録者数がとても少ないということで、

こちらのほうは、今後ともこういう、今のような場でもお話をいろいろ、ご答弁をして

いただきましたので、多くの方がお聞きになっていると思います。なので、そういった

重要性というものを認識していただいて、登録数が増えればいいなと思います。 

  そのほかインスタグラムや何かも活用されているようですが、私も、インスタグラム

でよく町のイベント、そうしたものを見て楽しませていただいております。町だけでは

なくて、お住まいの方とか、町外の方でも色麻町のそうしたいろんな取組を画像とかに

撮ってインスタで発信してくれているので、すごくありがたいことで、外に町の情報、

いろんなことを発信するのにはこういったインスタなんかのＳＮＳっていうのは、すご

く価値のあるものだなと思って見ておりました。ぜひいろんな場でそうしたものを活用

していただけたらと思います。 

  今日の一般質問の主題というか、それが、有線放送の活用と今後の情報発信のあり方

についてというものでした。これから有線放送について少し質問をしていきたいと思い

ます。 

  まず、今、色麻町で使っております有線放送について伺います。現在の有線放送の活

用状況を教えてください。 

○議長（天野秀実君） 総務課長。 

○総務課長（高橋正彦君） お答えいたします。 

  現在の有線放送の活用状況ということでございますが、本町の有線放送施設は、一般

行政情報、災害情報等をより迅速かつ的確に伝達し、町民の安全安心を確保するととも

に、生活の安定と福祉の向上を図るための施設と位置づけております。そのため、放送

できる内容は、災害情報、行政情報、公共的団体等の情報、その他の緊急情報の４つと

しております。 

  平時の活用状況は、朝夕２回の役場からのお知らせや議会定例会の中継、お悔やみ放

送などを中心に行っております。それから、緊急の際にはですね、Ｊアラートと連動し

た災害放送、避難所開設情報や有害鳥獣の出没情報、さらには、防犯や特殊詐欺への注

意喚起などを行っているところでございます。 

  以上です。 

○議長（天野秀実君） 髙森すみえ議員。 

○２番（髙森すみえ君） 今、御答弁のありました朝夕２回の役場からのお知らせとか、
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今やっているような議会の中継、議会関連の情報、お悔やみ放送、これはとても町民の

皆さん、助かっていると思います。で、緊急のことですね。先ほどは緊急なもの、本当

にすぐに確認できる媒体でしたけれども、有線放送で各家庭に全部にこういった情報を

流してもらえるというのは、とても安全上、大事なことだなと思っております。今の有

線放送の活用状況については、以上のようなものと認識いたしました。 

  有線放送については、以前もっといろいろなサービスというものがあったのを記憶し

ておりまして、多くの情報が有線放送で流れていたと思います。色麻町有線放送農業協

同組合が運営しておりました当時の有線放送プログラムを見ますと、家にまだあったの

で持ってきたのですが、有線放送の電話番号をいろいろ見返しておりました。こちらを

見ますと、今、情報で流れているもののほかに、農産物の売立情報、これは農協さんで

すね、あと、お昼にはＮＨＫのニュースのラジオ中継、それから、小・中学校の行事の

様子を録音したものを流して、その当時の様子をお茶の間に伝えていたり、現在の有線

放送に加えまして、そんな町の様子がかいま見えるような内容も多く放送されていまし

た。また、有線放送のテレフォンサービスでは、特定の番号をダイヤルするだけで10種

類以上の情報が24時間入手できて大変重宝していました。このようなサービスについて、

復活ができないでしょうか。 

○議長（天野秀実君） 総務課長。 

○総務課長（高橋正彦君） お答えいたします。 

  議員おっしゃいましたとおり、平成27年３月に有線放送農業協同組合が解散して、施

設が町に移管されて以来、行政放送に重点を置いて放送しております。そのため、役場

からのお知らせを中心に放送しております。 

  またですね、施設の重要な役割を持つ交換機等を更新することが難しく、交換機の基

盤に負担をかける通話機能は制限して運用しております。 

  また、テレフォンサービスにつきましても、負荷をかける機能があるということと、

それから、今もう電話タイプではなくてスピーカータイプの有線放送を設置しておりま

すので、そうなりますと、もうテレフォンサービスに電話すること自体もできなくなっ

ております。 

  一番はですね、やっぱり基盤に負荷がかかるということで、そのためになかなか復活

は難しいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（天野秀実君） 髙森すみえ議員。 

○２番（髙森すみえ君） 今おっしゃったような状態なので、以前のような情報提供は難

しいということで理解いたしました。 

  やっぱりそういうのを改善する、交換するのに経済面でそれが難しいのでできないと

いうことなんでしょうか。 

○議長（天野秀実君） 総務課長。 

○総務課長（高橋正彦君） 議員おっしゃるとおり、今の装置自体がもう大分古い物にな
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っておりまして、それを全くもってすごく新しい今の時代に合ったような機械にしよう

と思うと、もう何千万というか何億の世界に行って、多分かかるんではないかなという

ふうに思いますし、その有線放送の配線自体も、どういうふうに生かしていくかという

ようなところも今から考えなくてはいけないのかなというふうに思いますので、なかな

か今の新しい装置に変えるというのは、なかなか難しいし多額の費用もかかるのではな

いかなというふうに考えております。 

○議長（天野秀実君） 髙森すみえ議員。 

○２番（髙森すみえ君） 今、億の予算がかかるということで、ちょっと想像していたよ

りも多いなってびっくりしたんですけど。 

  有線放送の末端状況、令和６年度の決算の資料から見ますと、従来の末端が1,258件

の世帯が末端で登録していて、先ほどおっしゃったスピーカーを新しく取り付けたとい

う世帯が451件、合わせて令和６年３月31日現在では1,709件というような情報が書かれ

ておりました。これは有線放送の普及率が色麻町内で81.6％、もう８割方の世帯の中に

これがあるということで、何か情報発信する場合には本当にすごいツールであるなと再

確認して、このシステムをやっぱり有効活用しないのは本当にもったいないなと思って

おります。そんなわけで、なくなってしまうのはもったいないので、そういった機能や

プログラムが町民にとってもとても価値のあるものですし、ぜひ再開できたらうれしい

なというふうに思っておりました。 

  でも、今お話があったような有線放送の設備、かなり老朽化していると聞いています。

有線放送の廃止する、こういう状態ですので廃止しますよっていうふうになるならば、

今までの有線放送が果たしてきた役割と同じようなレベル、そうした情報発信のツール

を町では何か検討しているのでしょうか。しているとすればどのようなものか、町長の

お考えを伺いたいと思います。お願いします。 

○議長（天野秀実君） 総務課長。 

○総務課長（高橋正彦君） お答えいたします。 

  有線放送に代わる施設として実施した情報通信施設の不具合を受けて平成29年に情報

通信施設検討委員会で次期システムについて、コスト面、運用面を鑑みながら検討した

ところでございますが、改めて有線放送の利用を平成29年の段階では決定させていただ

きました。その際に、向こう10年間は有線放送を利用したいとしました。 

  現状では、交換機についても予備基盤を確保できておりますし、電柱建て替え、ケー

ブル張り替えなどの保守も技術員を中心に対応できておりますので、代わりの設備は今

のところまだ検討は行っておりませんが、時代の変化を見ながらですね、検討していき

たいというふうに考えております。 

先ほどですね、私、更新には多額の費用がかかると言いましたけども、そういうこと

も含めながらですね、今後、今ある有線放送の配線をうまく利用して安く更新できるよ

うな装置がないかとか、そういう部分もですね、今後、時代の変化を見ながら検討して

いきたいなというふうに考えております。 
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○議長（天野秀実君） 髙森すみえ議員。 

○２番（髙森すみえ君） ぜひ検討していただきたいと思います。 

  その中で、検討する中に加えていただきたいのは、以前の有線放送の内容、それが町

民にとってとても価値あるものだった。そして、これからも十分に価値のあるものだと

私は考えております。 

今、平成29年に一応あと向こう10年は大丈夫だよということで使っているということ

ですけれども、それを考慮しますと、実際に大体10年間だと令和９年ぐらいまではいけ

るかなというような、今のところ、考えているということですか。お願いします。 

○議長（天野秀実君） 町長。 

○町長（早坂利悦君） 有線放送、今、いろいろな内容等についての希望がありましたけ

れども、今の有線放送ということでこれは可能ですよね。仮に、本町としては無線に切

り替えようとして大変痛手を被った経験があるわけですね。例えば、無線であれば、現

在のような有線放送のような、あれぐらいのはっきりした声をお茶の間に届けるという

ことは多分できなかったでしょう。 

  そういうことも含めますけれども、できるだけ今の施設をできるだけ長く使いたいと

思うんですね。10年が15年、20年でも使えれば使いたいわけです。その中で、今、課長

が言ったようにこの施設をさらに、例えばこの施設をそのまま利用できる方法があれば

それはベターですけれども、仮に全くこの有線放送という仕組みがもう無理だというこ

とであれば、このように皆さんの家庭の中にしっかりといろんな情報を届けるという方

法は、何かを探せばどうだか分かりませんよ。何かそういうことができるかとか分かり

ませんけれども、今の段階では、ちょっとそれは難しいのかなというふうに思ってるん

ですね。だから、仮にこういうものが駄目になれば、最低限必要な災害情報なり何なり

を無線情報で流せるような形ですね、毎戸じゃなくて、要所、要所に。そういうことは

必ずそれは必要ですけれども。毎戸のほうに届けられるという、そういう施設がこれか

らどんな形でできてくるかどうかについては、それは今のところ何とも言えません。 

○議長（天野秀実君） 髙森すみえ議員。 

○２番（髙森すみえ君） いろんな情勢を考えますと、いろんな問題があるんだなってい

うふうなことを、御答弁を聞いておりまして実感しております。 

  ただ、やはり有線放送というのは、色麻町民の方、皆さん、ご存じのように、ほかの

自治体にはない特別なシステムでありまして、本当に町民にとっては役に立っているも

のですので、ぜひ以前あったようなサービスというものを再現できたらなというふうに

は思っておりました。 

  有線放送のメリットっていうんですか、そうしたものについて、私なりにいろいろと

まとめてみたんですけれども、すごいたくさんメリットがありまして、先ほどずらっと

言ったんですけれども、６つぐらい、本当にたくさんあって６つもあったんですね。そ

れを反すうする意味でちょっとお知らせできたらなと思っておりました。 

  やっぱり有線放送の最大のメリットっていうのは、ほかの自治体にないようなすばら
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しいシステムであるということですね。町内の有線の機材を設置したところはもう、家

同士でもお話しできるし、あらゆる公的機関、そうしたものに全て設置されておりまし

たので、すごい便利だった。電話料金も無料だということで、経済的にもとてもいいも

のだったなと思います。 

  また、そのほか、２つ目ですけれども、地区の集会所とか、そういった電話が設置し

てないような町内にあった公共施設、そうしたものにも全部設置してありましたので、

特に認識したのはやっぱり東日本大震災、あのときの情報発信、いろんなやり取り、そ

れは本当に有線放送があったからこそ成し得たというようなこともよく聞きます。それ

ぐらい有線放送ってすばらしいものだったんですね。 

  あと３つ目なんですけれども、提供されている、流されてる情報、これが設置してい

る家しかその情報を受け取れない。設置しているところしか受け取れない。で、範囲が

限定されている。これは今さっきインスタグラムにはじまるようなＳＮＳ、こういった

ものは、情報発信なのでたくさんの人に見てもらったり聞いてもらったりしなきゃなら

ないので、そういったオープンなものが必要ですが、有線放送の場合はすごく限定され

限られている。っていうのは、秘匿性がある。っていうのは、すなわち、そうした家以

外は聞くことができないので、安全性が高い。安全性が高いっていうことは、要するに、

今ＮＴＴの電話にあるような迷惑電話とかオレオレ詐欺とか、そうした犯罪の可能性が

あるもの、そうしたものがかかってくる可能性はほぼない。防犯上、すごく大きな利点

だと思います。もう一つは、そうした町独自の情報が限られた町だけに流されるので、

情報共有、町民全体が同じ情報を共有できて一体感が持てるような感じになると思いま

すね。そういった意味では、有線放送の役割というものは今の時代もすごく大事なもの

であるんじゃないかなと考えています。 

  ４つ目ですが、町の様子が想像できるような内容。例えば、先ほどお話ししました、

昔は小中学校、そうしたところに特派員じゃないけど職員の方が出向いてインタビュー

をします。学校は、入学式とか、卒業式とか、学芸会とか、そうしたところで子供たち

の式の雰囲気、そういったものが伝わってくるような音が有線の機材から流れてくるわ

けですね。だから、実際にその場にいなくても、ああ、こういう状況で行事が行われて

いたんだなって、名前を呼ばれて「はい」って返事をするような、小学１年生の小さな

子のそうした、何か想像しながら子供がいない世帯もすごく楽しんで聞けたんじゃない

かなっていう、そういう思い出がありました。 

  また、先ほども少し述べたんですけど、情報が共有できることで町民の結びつきが強

くなります。なので、いろんなことを、身近、みんなが近くになる。子供たちの見守り

なんかも、意識して気にするような感じで見れる。そうした情勢が醸し出されるってい

うんでしょうか。そういう雰囲気が町全体にまた戻ってくるのかなっていう感じがしま

す。 

  有線放送の中で、やっぱり一番、今の時代に特に求められるというか、そういった常

にいろんな町の日常が流れてるって、特に一人暮らしのお年寄りの方が多い時代ですの
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で、孤独感が減るのではないかなと思いました。ただ家に一人でいるとやはり孤独感が

あったり、テレビもそんなに楽しいニュースばかりではないものも多いです。そうした

中で、町で起きている毎日のいろんなことが流れてくる、楽しいことが流れてくる、自

分は町の中で独りじゃないっていう、そういう孤独感から解放されるような、何かそう

いうメリットが有線放送にはあるのではないかと感じております。 

今４つ、挙げました。 

  ５つ目は、今までお話をしたような町の行政のアナウンスだったり、消防とか、警察

とか、農協とか、そうした方々のお知らせ、そうしたものは本当に今も役に立っており

ます。 

  最後、６つ目なんですが、やはり有線放送、１日にトータルで１時間のアナウンス、

機材を使う時間としては、せっかく24時間使えるシステム、すごくコストパフォーマン

ス的にもったいないなと。なので、できれば、もう四六時中使えるような形にできたら

本当に町民の役に立つと思います。なので、最後のテレフォンサービス、前あったよう

なテレフォンサービスは、あっと思ったときにすぐに番号を打ち込むだけで聞ける。パ

ソコンとかスマホだと段階を踏んでたどり着きますが、有線の場合は、番号を３桁ぐら

いぽんぽんと押すとそのまま流れてくる。うちで本当に重宝したのは、その当時、天気

予報とお悔やみ情報でした。聞き逃したら、電話をすればいつでも何回も聞ける。この

安心感は本当に、多分、多くの町民の方々のお役に立てていたのではないかなと想像し

ています。 

  有線放送にはこれぐらいのメリットがあると自分の中では考えたのですが、今のよう

な報告をお聞きして町としてはどんな形で、ぜひこんなメリットを活用しない手はない

と思うのですが、町長、いかがでしょうか。 

○議長（天野秀実君） ２番髙森すみえ議員にお諮りいたします。 

ただいま髙森すみえ議員の一般質問に対する答弁となりますが、休憩後にお願いした

いと思います。よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  それでは、休憩後にお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時０１分 休憩 

 

     午前１１時１６分 再開 

 

○議長（天野秀実君） 休憩を閉じて会議を開きます。 

  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

  ２番髙森すみえ議員の質問に対する答弁から始めます。町長。 

○町長（早坂利悦君） いろいろ有線放送の効果、効能というのを述べていただきました

けれども、そのとおりだと思います。 
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  現在は、ご案内のとおり、有線放送には職員はおりませんし、今は一方的にこちらか

ら放送を流すというだけであります。 

  その効果の１つとしてはですけれども、今、治安の良い街ということで、県内ではト

ップクラスが本町ですけれども、これも有線放送などの効果ではないだろうかというふ

うに私は思ってるんですよ。そして、何よりも私、思うにはですけれども、町民サービ

スの最たるものは有線放送だというふうに思っております。ということで回答にさせて

いただきます。 

○議長（天野秀実君） 髙森すみえ議員。 

○２番（髙森すみえ君） 最高の御認識をいただきまして、大変ありがとうございます。 

  私も本当に有線放送、こちらにお嫁に来ましてずっと聞かせていただきましたけれど

も、本当に役に立つもので、このシステムを詳しい方に聞きますと、昭和33年から始ま

った、そこが前身だというようなことを聞きまして、そこからいろいろな進化を遂げて

平成27年に一幕を閉じたということで、残念だと思っておりました。今もいろいろな情

報を流していただくのは本当に、それも十分効果があって役に立っておりますが、やは

り以前のような情報をぜひ前向きに検討していただけたらとってもうれしいと思ってい

るんですけれども。 

  例えば、今できることですね、今の設備でできることですね、今やっているもののほ

かにもあると思うんですよ。以前の有線放送は朝の６時ぐらいから夜の９時ぐらいまで

ずっと何かの情報が流れて、時間ごとに何か流れていたようなプログラム、タイムスケ

ジュールのようにこちらの有線放送の電話番号簿というのに書いてはあったのですが、

今のシステムでそこまでできなくても、例えば、さっきみたいに空いてる時間にラジオ

放送を流してみるとか。あと、行政のことであるならば、町長の行動っていうんでしょ

うかスケジュール、昨日は大阪まで企業誘致の説明に行ってまいりましたみたいなこと

を、広報に書かれているような内容を実際に町長の生の声で有線放送を使って、いや、

あのときはこういう会社があって、大阪だったのでやっぱり商にたけた方がたくさんい

てとか、何かそういう臨場感のようなものを町民に報告する、そういったものがあって

もいいでしょうし、町の話題みたいなところにあったようないろいろな出来事、下高城

ふぁあむさんがとても栄誉ある賞を持ちました、この代表の方に今の心境をお聞きしま

したのでっていうことで生の声で実際の当事者の方の声を流してもらう。そういう、で

きることはまだ幾つかあって、そうしたことですごく、実際に文字で読んだり新聞で読

んだりするだけじゃない臨場感、そうしたものが有線放送ではできると思っていますの

で、ぜひそうした、まだまだ使える、今の状態でも使えるようなことに、ぜひいろいろ

なことに役立ててもらえたらうれしいなと思います。 

  色麻町の第５次長期総合計画、この中に一番初めの第１章、こちらに長期総合計画の

基本的な考え方というものがあります。こちらには、一番始めにまちづくりの基本理念、

そして、２番目に施策展開のポイントという項目がありますけれども、こちらにはこの

ように書いてありました。 
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  まず一番始めに、（１）地域にあるヒト・モノ（＝地域資源）を知り、最大限に活用

する。地域にあるヒト・モノを知り、それが「地域資源」であることを再認識し、それ

を最大限に活用するとともに、掘り起こしや再発見にも力を入れるということが書かれ

ております。 

まさに有線放送というのは、今までずっと町民の役に立ってきた大事な資源ですし、

十分掘り起こしていろいろな用途に今後も使っていくのに大変役立つものだと思ってい

ます。 

  今、いろんな意味でやっぱり、予算的な面でもなかなか改善するのが難しいというお

話がありましたが、実際に、より以前の有線放送に近づけるための財政的な方法として、

やっぱり本当によさを知っている、以前は組合のほうで賦課金ということで幾らか徴収

をされていたと聞きます。そういったことではないにしても、幾らかを負担してもらう

という方法もありますし、また、何か町のほうで何かの予算、やっぱりいろいろな検討

をしてやりくりをして若干の予算組みをしていただいて、どこか町の趣旨に沿った方法

で業務を委託できるところにお願いをしてみるとか、そういった形もできますし、機材

を新調したり、いろいろなお金のかかることっていうとやっぱり、内容的に特定防衛施

設周辺整備調整交付金、これは実際に町の有線放送に使用用途がぴったりなお金ではあ

るのかなとちょっと思ったので、そういったところも活用していただいて、なるべく町

民に負担の少ない形で、また、いろいろと国なり県なりそうしたところの使えるものを

発掘していただいて充てるような形を取るのも１つの方法なのかなと思っておりますが、

そうしたお考えについてはいかがでしょうか。 

○議長（天野秀実君） 総務課長。 

○総務課長（高橋正彦君） お答えいたします。 

  ただいま髙森議員から御提案いただいたことは、本当にすごくいいことで、ぜひとも

やってみたいという気持ちは重々ございますけども、やっぱりですね、なかなか昔の有

線放送の組合時代はですね、髙森議員おっしゃいましたように、加入組合員から毎月毎

月利用料をいただいて、組合員のために有線放送の職員がいろいろ番組を制作していた

と。それで、職員もその当時は、最後のほうで月々１組合員当たり1,890円の利用料で

した。それで、その時代は有線放送の組合の職員は６名いました。６名いて、取材に行

ってしっかりそういう情報を集めてきて、それから編集して、それで夜、流すというよ

うな形でやってましたけども、それは専属の職員がいたからそういうことができました

けども、今、町の所管となってそういう専属の、管理してくれる職員は２名、いますけ

ども、そういう放送とかを手がける専属の職員というのはおりませんので、そういうや

りたいっていうような気持ちはありますけども、なかなかそういう、それに時間を充て

る職員の数が足りない。 

  それから、一番最初に申しましたように、どうしても今の機械をできるだけ長く保ち

たいというような思いがありますので、そうすると、そういう番組を作成したりとか、

そういう使用頻度が多くなると、ますますそこの機械に負担がかかってしまって逆に短
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命になってしまうということもありますので、できるだけ今の装置を長く使用したいと

いう思いがありますので、今の情報量を発信するのが、それから、職員体制も含めると、

なかなか今がちょっと限界なのかなという形で思っております。 

  なので、今までそういうようないろんな情報は、どうしてもホームページとか、ＳＮ

Ｓとか、そういうのでどんどん発信はしていって、町民のにぎわいとかコミュニケーシ

ョンを維持していきたいなというふうには考えております。 

  以上でございます。 

○議長（天野秀実君） 髙森すみえ議員。 

○２番（髙森すみえ君） いろんな面で御苦労されていることは、重々、今の御答弁で理

解させていただきました。 

  そうですね。町の情報発信でいろんな方に町を知っていただく、そういうのにはＳＮ

Ｓとかホームページとか、とてもいいツールだと思うんですけれども。 

  そうだ。もう一つ、すごく役に立つかなって思ったことですね。有線放送って、今ま

でお話ししてきた有線放送のメリットとして、今の時点でとても強みだなと思ったこと

は、移住定住促進とか企業の誘致において有線放送というものがあるというのは、すご

くＰＲになるのかなとちょっと思っていました。なぜならば、今、先ほどすらすら述べ

たような６つぐらいのメリットが、昔のことですけど、メリットがある。そうした中で、

安全性の高い地域である。住民の結束力というか、そうしたコミュニティーも十分でき

ている。そういった中では、やっぱり移住とか定住を考えるときに、こういった安全な

ものがある自治体って住んでいて安心だろうなって思って来てくれる、移住してくれる

方も、もしかしたらそういう可能性もあるかもしれません。 

  また、企業や何かでも、やはり犯罪率の少ない安全な地域であるということで、地域

の住民にも隅々までいろんな情報が届いている。そうしたことっていうのは、すごい大

きなＰＲポイントだと思いますので、今、大変なのは、お話は重々分かっていながらも、

やはりそういったプラスのほうに物事をちょっと考えてみて、違った目線でいろんなこ

とを、できることを考えて進んでもらえれば、私もそれほどお役に立てるような情報、

提案をすることができず、ちょっと心苦しいのですが、今までお話をしたようなメリッ

トを十分、有線放送には今後も活用の余地が十分ありますので、ぜひこれからのいろん

な話合いの中で検討事項として入れていただければ幸いです。 

  最後になりますけれども、私、昔、学校の役員をしていたときに、ある防犯について

の会議に出席をしておりました。その中で、ある方の意見でずっと心の中に残っている

ことがあるんですけれども。地域の防犯とか犯罪率が低いんだっていうことは、もう当

時からずっとお話はありまして、その中でその方がおっしゃったのは、私が今、色麻町

がこれだけ犯罪率が低くて安心していられるのは、やはり有線放送の影響力がとても大

きいと思っているって。これがあるから色麻町は今のように安全というか、みんなが安

心して暮らせるような状況になっているんだというような内容の、と思いますっていう

見解を言ってたことがすごく、いつまでも残っていて。私もそうだなとは思っていて。
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今、町長の答弁をお聞きしましたらば、やはり同じようなことを認識されているという

ことで、そういうことを踏まえましても、やっぱりとてもこの町にとって大切なもので

あるので、可能ならば残していければいいかな、残してほしいなと思っております。 

  有線放送って、あったかいんですね。ただ事務的な情報が流れるだけではなくて、朝、

「おはようございます」から始まって「おやすみなさい」まで、ずっと暮らしの中で一

緒にいるような、いろんな人の声が入っていて、子供たちの声も入っていて、すごく生

活に密着しているとてもまれなというか、めったにない施設だなと思っております。な

ので、ぜひこうした町にとって本当に必要なもの、そうしたものをやはり優先的に検討

していただいて、後世に残していってもらえるような形に、どんな形になるか分かりま

せんけれども、そうした形で引き継いでいって、町の安心安全、そして、皆さんの心の

安らぎというんでしょうか、そうしたものがずっとあるような形のものにしていってい

ただけたらと思います。 

  私の質問は以上です。 

  じゃあ、最後に、町長、ぜひそのような形で有線放送を残していただきたいのですが、

町長のお考えはいかがでしょうか。 

○議長（天野秀実君） 町長。 

○町長（早坂利悦君） いろいろ有線放送の効能といいますか、述べられましたので、全

くそのとおりでありますし、今一番、ですから、大事なのは、現在の有線放送の機械を

できるだけ長く続けていきたいと。今の機械をできるだけ長くもたせたいと。この思い

なんですよ。ですから、通話もしない、できなくなるようにした。いろんな負荷をかけ

ないようにして、そして、今の機械を長く使いたいという思いでありますので、今言っ

たような効能も含めながら、有線放送を続けていきたいと。現況では続けていきたいと

いうふうに思ってます。 

○議長（天野秀実君） 髙森すみえ議員。 

○２番（髙森すみえ君） ぜひ町民の心のよりどころとなるような有線放送に今後もして

いただけるようにお願いしたいと思いまして、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（天野秀実君） 以上で、２番髙森すみえ議員の一般質問が終わりました。 

  次に、９番今野公勇議員の一般質問の発言を許可いたします。一般質問席にて発言を

お願いいたします。今野公勇議員。 

     〔９番 今野公勇君 登壇〕 

○９番（今野公勇君） 議長のお許しをいただきましたので、一般質問を行います。 

  今日は二十四節気の啓蟄ということで、土の中の虫々が出てくるという時季になって

ますが、何かしら雪が降ってですね、この間まで暖かかったのがまた寒くなったという

ことで、この後、また暖かくなるということで、今から農作業始まるんですが、足を引

きずりながらやらなければいけないなと思ってます。 

  その農業についてですが、経営所得安定対策の令和６年度の実績、これの地区の説明

会等で表明されています。全体で約５億5,000万円以上が交付されているということに
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なります。この中でですね、飼料用米などで基準単収に満たないものがあったのかどう

か、お伺いします。また、主食用の米、大豆、エゴマの収量は幾らになったのか。まず、

お聞きします。 

○議長（天野秀実君） 町長。 

○町長（早坂利悦君） 今野公勇議員の農業関係についての質問について、お答えを申し

上げます。 

  今、冒頭、話があったように、いつの間にかもう種もみを準備するような時季になっ

たと。ここ数日間は、農協のほうでも温湯消毒が盛んに行われているような状況でご

ざいました。 

  そういう中で、令和６年度の経営所得安定対策の実績について、令和７年１月31日に

開催されました令和７年度生産調整地区代表者説明会において報告をいたした内容で

ございますが、基準単収に満たない品目、飼料用米で取り組んでいる全体の件数は89

件、面積で377ヘクタールでございました。そのうち標準単収値で10アール当たり573

キロ未満の農業者数が46件、半分強、それから、面積が174ヘクタール、半分弱という

ことになりました。 

  エゴマについては、天候に恵まれましたので順調に生育したことから、平均単収が10

アール当たり50.5キロとなり、色麻町産業開発公社が集計した数量は１万3,738.9キロ、

約14トンになるかと思いますけれども、近年では比較的多い数量ということでありま

した。 

   なお、主食用の米、大豆については、まだ集計中ということで結果が出ておりませ

んので報告できかねますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（天野秀実君） 今野公勇議員。 

○９番（今野公勇君） 12月にも質問したときにね、主食用米と大豆は２月頃に分かりま

すということだったのでね、出てくるんだろうというふうに思ったんですが。分かり次

第、知らせてほしいと思います。 

  基準単収に満たないというふうになりますが、基準単収、573キロですよね。この573

キロっていう数字は一体どういうものなのか、まず、お聞きします。 

○議長（天野秀実君） 農林課長。 

○農林課長（浅野 裕君） お答えいたします。 

  573キロということで、令和６年産の飼料用米の基準単収は、10アール当たり573キロ

ということで、当初、535キロであったんですが、作況指数が107に上がったということ

で基準単収も上げられまして、10アール当たり573キロに至ったということでございま

す。 

○議長（天野秀実君） 今野公勇議員。 

○９番（今野公勇君） 最初は535キロが目標だったんですが、作況が上がってですね、

それで573キロになったんですが。そもそも基準単収の出し方ですよね。1.7ミリふるい

の上ということになります。主食用も皆同じです。 
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  適切な生産が行われていない可能性があるということで、基準単収から６年産の半分

近くが満たなかったよというふうにありますが、これは基準単収が上がったからという

ことで理解しますけれども、適切な生産が行われていない可能性が高いと判断される基

準、それが標準単収値から150キロマイナスされるというもの。これの場合は、本来な

ら交付対象外というふうになるんですが、そういった事例はあったのでしょうか。 

○議長（天野秀実君） 農林課長。 

○農林課長（浅野 裕君） お答えいたします。 

  先ほど申し上げました10アール当たり573キロが基準単収で、今、今野議員がおっし

ゃった基準単収より150キロ以上減収した場合ですね、理由書のまず提出が求められて

おります。令和６年産におきましては、７名の方が理由書の提出を求められている状況

となってございます。 

○議長（天野秀実君） 今野公勇議員。 

○９番（今野公勇君） ７名が150キロ足りなくて理由書を書いたということなんですが、

理由書を書いてですね、交付金をいただいたのかどうかですよね。全員、７名、いただ

いたんですか。 

○議長（天野秀実君） 農林課長。 

○農林課長（浅野 裕君） お答えいたします。 

  ７名が理由書の提出をされて、６名は交付対象となっておりますが、１名の方につい

ては取下げを行ってございます。 

○議長（天野秀実君） 今野公勇議員。 

○９番（今野公勇君） というと、１人の方は交付されなかったということで理解してい

いですね。 

  この飼料用米だけじゃなくてですね、例えば飼料作物、ホールクロップサイレージ、

それらもですね、以前はそんなに厳しくなかったんですが、この頃、単収っていうより

も数量が取れてないということで非常に問題になってる場合があります。それのですね、

例えば飼料作物、牧草にしましょう。牧草、それからホールクロップサイレージが明ら

かに収量が低いとされる数値というのは、把握されてますか。 

○議長（天野秀実君） 農林課長。 

○農林課長（浅野 裕君） ホールクロップ等々の数値については、現在も把握はしてお

りませんが、大豆については、今年度153キロという基準単収が示されておりまして、

その半分であれば理由書の提出が求められるというふうになってございます。 

○議長（天野秀実君） 今野公勇議員。 

○９番（今野公勇君） 基準単収っていうかね、これは説明書の中にあったんですね。あ

ります。令和７年度の変更点及び注意点についてということで、飼料作物、サイレージ

が10アール当たり796キロ、乾燥が468キロ、ホールクロップが1,889キロというのが基

準になりますよと。これに合理的な理由がなく収量が少なかった場合は、交付金の交付

が行われないということになってるわけです。前、なかったんですが、何でこいな基準
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になったのか、理解してますか。 

○議長（天野秀実君） 農林課長。 

○農林課長（浅野 裕君） お答えいたします。 

  適正な栽培管理であれば、今、今野議員、おっしゃったような数値の収量が確保でき

るわけなんですが、何らかの理由で収量が満たない場合というようなことが、やはり国

のほうでも問題になりまして、今回、新たにそういった基準単収が求められているとい

うふうに認識してございます。 

○議長（天野秀実君） 今野公勇議員。 

○９番（今野公勇君） 普通はですね、農家であれば米は人よりも余計取りたいと思うん

です。ホールクロップでも同じ。いいものを取りたいというふうに思うはずなんですが、

そうではない人たちがいたということですよね。そして、ただ面積をこなせば、ホール

クロップですから８万円いただけるということであったと。そういう人たちがいたから

こういうふうに基準が厳しくなった。おかげで牧草のほうもちゃんと数量管理しなさい

よというようなことになったんですよね。 

  ですから、さっき交付金の話、しましたけども、本当に努力をしないで収量が少なか

ったんだと。ただただ天候が悪かったからだとか、水がかからなかったからとか、そう

いうことではなくて、ちゃんと肥培管理もしなかった、何も努力しなかった人たちには

ですね、基準単収に満たなかったらね、悪いけっとも交付金は交付しないほうがいいと

思う。そうじゃないと、一生懸命やってる人たちが報われないんですよ。 

  今、私たち、去年、米作って、60キロ、１万9,000円なんです。市場に出回ってるの、

５万円近くなってるんですよ。どっかで誰かが搾取してるっていうふうに思ってしまう

わけです、農家は、百姓は。ただ、一生懸命やろうかと思ってる矢先にそういうふうに

なってくると、何だやと。いい加減やっても銭もらえんだこったら、そのほうがいいや

というふうになってしまう。そうならないために、みんなで一生懸命いいものを作ろう

というふうにするためには、やはりそういったことが必要かというふうに思うんです。

これは農業再生会議の中でも前に話したことがありますので、町長、この辺についてど

う思いますか。 

○議長（天野秀実君） 町長。 

○町長（早坂利悦君） 今野議員が言ったとおりでありまして、やっぱり個人差があると

はいえ、最初から誠意のない作り方もないわけではない。そういうような状況を見ます

れば、じゃあ一生懸命やった人は何なんだと、こういうふうにやっぱりなりますので、

今言ったような基準単収というものが、いわゆる確保ラインがやっぱり引かれたことに

よっての最低限の努力は必ずしなくちゃならないということになろうかと思います。そ

れはいろんな、作物ですから土地の条件とかいろんな条件もあると思いますけれども、

今言ったように、最低の努力はしなくちゃならないということが、今言った基準単収と

いうことになるんだと思いますので、今言われていることはごもっともだと思いますの

で、今後やっぱり町としても、事あるごとにそういう話を含めて言いたいなというふう
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には思います。 

○議長（天野秀実君） 今野公勇議員。 

○９番（今野公勇君） 当然、町長も理解されているというふうに思います。 

今後ですね、ちゃんとした作り、一生懸命やって駄目だったのはしょうがないですよ

ね。災害とかね。それから、田んぼだったら、水がかかんなくて、みんなが10俵取っと

きに水かかんねくて６俵しかとれなかったって、そういう田んぼもあるんです、実際ね。

そういうところは大目に見てもらわなきゃいけませんけれども。ちゃんと最初から努力

しなかったっていう人にはですね、交付金を差し上げないというようなことをしてほし

いなというふうに思います。 

  令和７年度における助成体系、毎年ちょっとずつ変わっていくわけですが、その変更

点、主なものは一体何でしょうか。 

○議長（天野秀実君） 農林課長。 

○農林課長（浅野 裕君） 令和７年度におきます助成体系の主な変更点でございますが、

町の農業再生協議会が示した令和７年度の経営所得安定対策を基本とした助成体系の主

な変更点ということで、戦略作物助成で飼料用米の主食用品種が昨年度と比較すると

5,000円引き下げられまして７万円となります。 

  また、産地交付金の助成で指定品種加算、米粉用米でひとめぼれの作付と生産向上の

取組を２つ以上で10アール当たり5,000円の交付を新規に設けました。 

  飼料用米の団地加算につきましては、要件の見直しをしまして、組織であれば２ヘク

タール以上の取組かつ１団地1.6ヘクタール以上、個人については１ヘクタール以上の

取組かつ１団地0.8ヘクタール以上としまして、10アール当たり1,000円を増額しまして

団地加算4,000円といたしたところでございます。 

○議長（天野秀実君） 今野公勇議員。 

○９番（今野公勇君） 飼料用米以外も主食用米が下がってくるというのは前々から分か

っていたことですけども、そんな中でですね、令和７年度は飼料用米の申込み、今まで

集落で申込みしてたんですが、個人で申し込んでくださいというふうな話になりました。

それは一体どういったことなんでしょうか。 

○議長（天野秀実君） 農林課長。 

○農林課長（浅野 裕君） お答えいたします。 

  集落営農組合の飼料用米の取組についての御質問だと思うんでございますが、加美よ

つば、農協さんのほうで集落営農組合の枝番管理として今まで行ってきたわけなんです

が、専用品種と一般品種の交付単価が違うということや収量要件に満たない構成員の方

も発生してるということで、交付金の振り分け作業が困難だという状況だということで、

令和７年度より飼料用米の取組については個人での申請とさせていただきますというこ

とで、加美よつば、農協のほうから作付者の方に対しまして12月１日付で農協より通知

のほうを発送している状況でございます。 

○議長（天野秀実君） ９番今野公勇議員にお諮りいたします。 
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ただいま一般質問続行中でありますが、休憩後にお願いしたいと思います。よろしい

でしょうか。（「はい」の声あり） 

  それでは、休憩後にお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。午後１時30分まで休憩します。 

 

     午前１１時５５分 休憩 

 

     午後 １時３０分 再開 

 

○議長（天野秀実君） 休憩を閉じて会議を開きます。 

  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。９番今野公勇議員。 

○９番（今野公勇君） さっき飼料用米のですね、個人での申込みということになったん

ですが、耕作者は今までと同じような考えでいいんですよね、申込みする場合は。特別

何かしなきゃねえということになるのか、お伺いします。 

○議長（天野秀実君） 農林課長。 

○農林課長（浅野 裕君） お答えいたします。 

  今まで飼料用米に取り組んでいただいた方についての耕作者については、今までどお

り変わりはないんですが、申請が集落営農組合でなく個人というふうな形になります。 

○議長（天野秀実君） 今野公勇議員。 

○９番（今野公勇君） 事務的な手続が煩雑になるということで個人にするということで

よろしいんですね。分かりました。 

  次にですね、農林水産省では、2027年度以降、水張りを求めない制度とすると発表し

ています。25年、26年度も連作障害回避の取組を条件に水田活用の直接支払交付金は交

付するというふうに報道されていますけれども、内容は確認しているんでしょうか。そ

してまた、これは畑地化促進事業にも関連すると思うので、お答えいただきたいと思い

ます。 

○議長（天野秀実君） 農林課長。 

○農林課長（浅野 裕君） お答えいたします。 

  主食用米から大豆などへの転作を支える水田活用の直接支払交付金をめぐりまして、

農林水産大臣は、１月31日の衆議院予算委員会で５年に一度の水張りを求める方針を見

直す考えを表明いたしました。水田を対象とする支援から作物ごとの生産性向上への支

援へと転換することや水田政策を改める令和９年度以降５年、水張りの要件は求めない

と説明をいたしております。 

  令和７年・令和８年度は、土壌改良資材の散布など連作障害を避ける取組を条件に水

を張らなくても交付対象とするとの考えを示しておりますが、具体的な要件等の詳細に

ついては、現在のところ国や県からの通達はございません。このため、担当課から東北

農政局に問合せをしたところ、令和７年度中に方針を示したいとの回答がございました。
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詳細が分かり次第、農家の皆様へおつなぎしていきたいと考えております。 

  また、畑地化促進事業についてでございますが、令和７年度の要望調査を集計したと

ころ、11件の申請がありましたが、今回の５年水張りの要件を求めないとの報道を受け

まして、９件の方が申請の取下げをいたしております。本町でこれまでの取組というこ

とで、令和５年度で２件、令和６年度で８件の個人や組織の方々が取り組んでおります

が、現行どおり５年間の作付をお願いしたいと考えてございます。この事業ですね、一

度採択されますと、取組開始の年から５年間は販売を目的とした作物等を作付すること

になり、途中で作付できなくなった場合には交付金を返還しなければなりません。こう

いった状況ですので、今後も国の動向を注視しながら情報の収集に努めてまいりたいと

考えてございます。 

○議長（天野秀実君） 今野公勇議員。 

○９番（今野公勇君） この、５年間に一度も水張りが行われない農地には交付執行の対

象としないというふうな方針が出されたのが、令和３年の12月に決定したんですね。そ

のとき農業新聞なんかに大々的に載ったんですが、過去５年間、水張りしないのは駄目

だよっていうような報道がなされてですね、何言ってんだやと。そういうことじゃ駄目

だということで国会議員に掛け合ってですね、私じゃないです、掛け合って今後５年間

という話になったんですが。 

  このように、そのために畑地化推進事業っていうのが出てきたんですけれども、どう

も、猫の目とよく言われますけれども、とんでもない話になってくるんですよね、私た

ちにすればですね。せっかく豆を作るために用水路を掘って、明渠を掘って、そして畑

地化にしてきたところに水張れっていうことだったので、どうもこう、何を言ってんの

かなというふうな思いがあったんですが。それがいろいろな、どういった事情でそうい

うふうになったか分かりませんけれども、これをしなくていいよというふうになれば、

大歓迎ですよね。 

  ただ、もう既にですね、水張りをして終わったところもあるわけですよね。そういっ

たところに対しては、何もないのかどうか。何もないと思いますが、どのように考えた

らよろしいでしょうかね。 

○議長（天野秀実君） 農林課長。 

○農林課長（浅野 裕君） お答えいたします。 

  既にですね、先ほども申し上げましたが、令和５年・６年度で水張りをもう実施して

いる方、実際おります。ただ、水張りした方について、今の時点でどうだという情報は、

先ほども申し上げたとおり、今の時点ではございません。今後ですね、水張りだったり、

畑地化の事業の関係で情報がありましたら、皆様におつなぎしたいなというふうに思っ

ております。 

  以上でございます。 

○議長（天野秀実君） 今野公勇議員。 

○９番（今野公勇君） 水張りがないということになればですね、実はうちのほうでも畑
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地化申請して認められたとこがあるんです、去年。そこに大豆を作るという約束になっ

てるんですが。もし認められるのであれば、交付金、返しますから、元に戻すというこ

とも考えられないのかどうかですね。これは、今から地権者との話になりますけれども、

私たちのもね。もしそういうことができるの、っていうのは、非常に面倒くさくなって

るわけですよ。前にも話しましたけどもね。交付金の関係で。個人で作ればいいんです

が、個人でなかなか作るというわけにいかないので、集落単位で作ってるわけですよね。

機械も集落でそろえて買ってやってるわけですよ。その場合、どうしても最後にプール

で精算するときには、交付金３万5,000円とそれから産地づくり関係の5,000円を入れて

４万円になるんですよ。４万円の差額が出てくるわけで。それをプールにするためには、

畑地化になった人たちからいただいてならしてしないとできないという状況になってま

す。そういう条件の下でやりますからねということで畑地化、んで申請しますというこ

とになったんですが。その辺の対応ですよね。 

  今後５年間と言いますけれども、去年も入れたらあと４年間なんですが、果たして作

り続けられればいいんですがね、作り続けられなくなる状況も出てくるということなん

ですよ。これは高齢です、高齢によって。そういうこと、あるので、もしそういったと

きにどういった対応ができるのか、これも確認していただきたいんだげっとも、いかが

ですか。 

○議長（天野秀実君） 農林課長。 

○農林課長（浅野 裕君） お答えいたします。 

  先ほども水張りで既に取り組んでる方、畑地化についても実質、もう採択されてる方

もおります。今、今野議員から交付金の返還等々も踏まえてというようなお話もあった

んですが、地区の実情にもよるかと思います。国のほうでですね、今度どういった制度

設計で、この水張りルールの見直しであったりですね、水田政策がどのように変わって

いくのかをちょっと注視しながら、あとはご相談しながら対応してまいりたいなという

ふうに現時点では考えてございます。 

○議長（天野秀実君） 今野公勇議員。 

○９番（今野公勇君） いずれにしてもですね、やっぱりアンテナを高くして、どんどん

農水省あるいはそういったところに聞いてですね、できるだけ早い情報をいただきたい

というふうに思います。 

  地域計画について移りますが、地域農業経営基盤強化促進計画っていうのが地域計画

の正式な名称なそうですね。この地域計画についての現在の状況を伺います。 

○議長（天野秀実君） 農林課長。 

○農林課長（浅野 裕君） お答えいたします。 

  地域計画の現在の状況ということで、本年度につきましては、中間確認会としまして

各地区、個別に面談方式で各地区の現況及び将来の農地の耕作者の見通し等について意

見交換をして進めてきました。その結果を基にですね、町全域にまとめた目標地図を含

む地域計画原案を作成いたしました。１月29日に協議の場を開催し、目標地図を含む地
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域計画案を作成し、現在、その案に対し町農業委員会、ＪＡ加美よつば、農地中間管理

機構、色麻土地改良区の関係機関から意見聴取を行っている状況でございます。その後

に地域計画案の２週間の公告縦覧を行い、地域計画の策定・公告を令和７年３月31日ま

でに行うこととしてございます。 

  地域計画策定後につきましては、農振地域からの除外であったり、農地転用等のため

に地域計画を変更せざるを得ない場合は随時見直しを行いますが、基本的に年１回の定

例的な見直しとして、各地区で農業をリタイアする方が出てきた場合などで地区内で調

整の上、耕作者を変更する必要が出てきた場合に町全体の地域計画の見直しに反映させ

ていきたいと考えてございます。 

○議長（天野秀実君） 今野公勇議員。 

○９番（今野公勇君） 地域計画についてもですね、後出しじゃんけんのように、後から

いろいろな、地域計画がなければいろいろな農業関係の助成がありませんよ、助成でき

ませんよというような、これも後出しじゃんけんですよね、で出てきてます。 

  それはそれとしてですね、この間、地域農業に対していろいろ担当者のほうで苦労し

てですね、地図を作ってきたんですが、その中でやっぱり今の現状が非常に厳しいとこ

にある、それから、大きな課題が残っているということですよね。前の人・農地プラン

から10年になるわけなんですが、同じようなことにならないかと。地域計画を作るけれ

ども、実際にその趣旨に合ってですね、みんなで地域農業を支えていくということにな

るんですけども、その地域農業を支えていく人たちがいなくなるという大きな課題があ

るんですよね。この辺についてはどのように対応されるか。これは大きな問題だという

ふうに思うんですがいかがですか。 

○議長（天野秀実君） 町長。 

○町長（早坂利悦君） やっぱり地域計画を作っている中で最大のネックとなるのが、後

継者がいないということですわね。これは、地方は、特定の地域だけじゃなくて、ほぼ

ほとんど全国的に同じような状況の中にあるというふうになっていると思うんですね。

本町も、そういうことからしてほぼ同じなんですけれども、結局は、もし後継者がいな

くて農地を耕作できないという状況が出れば、このときは結局、今はカバーしてるのが

法人であったり、あるいは株式会社であったり、今はそういうふうにしてカバーされて

いるでしょうけれども、そうなったような状況のときに、例えば、今いろんないわゆる

農業と関わりのない会社組織もあるわけですけれども、そういう組織が農業のほうへ参

入してくる可能性はどうだろうかということも１つではないかと思うんですね。 

  それから、ＪＡを中心に、あるいは、町と足並みをそろえながらその対応に当たる必

要が出てくるんだろうかというふうな、そういうことしか、対応と言ったってそういう

ことぐらいしかないのかなというふうに思ってるんですね。 

  やっぱりいろんな学者の人たちは、農業については小規模農業が大変大事だという人

もいるんですけれども、現実は小規模農業では採算取れないということになってますの

で、そのための法人組織であったり、そういう組織、組合組織であったりができている
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ということになりますので、当分はそういう組織づくりに町としてはお手伝いをすると

いうことになるのではないかというふうに思います。 

○議長（天野秀実君） 今野公勇議員。 

○９番（今野公勇君） この間、温湯消毒しながら、半日一緒に作業しながらですね、そ

ういった話も含めて組合員、それから農事法人、ファームの皆さん方と話をしました。

結局、人です、最終的には。異業種の人たちの参入とか、本来ＪＡがやればいいんじゃ

ないかと。皆、担い手でね。ところが、何でＪＡしないかっつうと、もうけないのが分

かってるからですよ。もうかんないのが分かってるからです。もうかるのが分かってれ

ば参入しますよ、それは。 

  去年ようやく米価が上がりました。１万9,000円になります。もっと多分、追払いで

来てくれるというふうに、来てもらわないと２万4,000円ぐらいで売った人とあるらし

いから、ちょっと損しますからね。今年なんかも新潟県は、魚沼はもう２万5,000円、

あと２万3,000円だというふうにもう発表してますし、今のもう種まく前からですよ。

それぐらい米は逼迫してるような話になりますが。 

  あとは、色麻町はやっぱり稲作が中心ですから、どうしても、何ぼホウレンソウとか

ネギとかって言ってもなかなかそこまで行かないんですよね。やればやるほど労力がか

かりますしね。 

  多分、認定農業者でも見学に行ったと思いますし、ＪＡでも行ったと思うんですが、

乾田直播がやれるところはね、非常に今から農業経営、米の経営は非常に有利だと思い

ますね。石巻地区に私の先輩もいるんですが。１日５町歩から６町歩、１人でまくんだ

と。あとは、芽、出てきたら、ローラーでばーっと、ローラーで踏んづけて。そして、

苗、立ち上がったら、そこまで請負でやって、あとは引渡しするんだという話をしてま

した。やっぱり収量も上がりますよね、上がってるんですよね。 

  あいづや、おらほでもやりてえんだげっともや。やってるとこ、あります、大原地区

でね。あと、今年も高城でもやるような話なんですが。やっぱりいろいろ話すると、圃

場条件になってくる。例えば、おらほだと、ぬかりはあっぺし、石はあっぺし、平らに

まこうったってまけねえ。そして、田んぼを平らにする機械もあるんですよ。あるんだ

げっとも、それを入れても田んぼに、まず平らにならないだろうという圃場条件。じゃ

あ、今からそういった圃場を直すために圃場整備するか。そしたら、そういうの待って

っと、私たち、この世にいなくなるんです。そういう状況にあるっていうことですよ。 

  いなくなるんでも、それぐらいのものができるというのであれば、まだ夢はあるんで

すが、なかなかそうもいかない。つまり、うちのほう、３分の１、未整理なんですよ。

何でかっていうと、一緒にしなかったからです。なぜ一緒にしなかったかっていうと、

そんなの今から米価下がんのに銭出してらんねというのが大方だったんです。で、圃場

整備した20何年間、償還していくんですが、毎年毎年１反歩ずつ田んぼ買うようなもん

だったですね。そういな状況にあったということです。 

  そして、これを、昔の田んぼから見ればうんと大きくなったからいいようなもんなん
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ですが、今からの稲作農業を考えた場合は、やっぱりもっともっと１町歩田、あるいは

２町歩田、それぐらいのものが必要になってくるというふうに思うんですよね。 

  土地改良区でも、今、一生懸命やってますけれども、県のほうに申請しても、なかな

か採択されるまで時間がかかるし、採択されても全面積が一緒にやれるわけではない。

清水地区なんかまだ何％しかやってきませんよね。だから、そういうような状況にある

ということですよね。 

  そうすっと、それを法人化していかないと、そういったことに採択するのに補助率が

上がらないということもあるし、そういったいろんな条件を考えていくとですね、この

地域計画の中に、地域計画の中心にそういったことも捉えていかなければいけないとい

うふうに思うんですが、どうでしょうか。 

○議長（天野秀実君） 町長。 

○町長（早坂利悦君） 確かに米作については、米作りについては、機械化での一貫体制

ができているということになりましたので、省力化にはなってはおりますね。ただ、労

力を必要とする時期というのが集中するわけですね。そのための１つの、それを何とか

クリアするための乾田直播というのは、大変これはいい方法だというふうに思います。

多分将来、土地の条件もあると思いますけれども、半分近くもう乾田直播になる可能性

はあるだろうと思います。何と言ったって、育苗に労力を要らないということが最大の

魅力だろうと思います。収量も、さっき話されたように、あまり変わりないくらい取れ

ているというんであれば、なおのことだと思います。 

  いずれこの地域計画の中で、さっき申し上げたとおり、後継者がいないということが

一番のやっぱりネックでありますので、それをどのように課題を克服するかということ

が、ずっと引きずっていくだろうというように思います。その辺のことについては、今

言った稲作の手法なり、あるいは、地域の中での取組の知恵なり、それぞれそういうこ

とも踏まえながらやっていくしかないのではないだろうかなと今のところ思っておりま

す。 

  本町でも、担当されました地域計画に当たっては相当苦労されたようです。あるいは

また、全国的に地域計画の地図に色を塗れなくてまだまだ悩んでいるところもたくさん

あるというところで、今月いっぱいに仕上げなくちゃならないタイムリミットがあるん

ですけれども、本町では一応そこはクリアしたんではないだろうかというふうに思って

おります。 

○議長（天野秀実君） 今野公勇議員。 

○９番（今野公勇君） 色麻はですね、モデル地区になってたんです。だから、やらなき

ゃいけなかったというふうに思いますけどもね。 

  さっき人・農地プランの話もしましたけれども、町全体での農地プランでしたから、

本当は集落を超えて担い手に土地集約をしようという話があったんですが、進まなかっ

たんです。だから、もし、当然、今回、今度の地域計画の中にはそういったことも含ま

れてますから、当然実効性のあるですね、計画にしていただきたいなというふうに思い
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ます。 

  どうしても農地をお願いしたい、頼みたいという人はいっぱいいる。だげっとも、そ

れに応えてじゃあ作りましょうという人たちがだんだん少なくなってきた。法人はあり

ますけれども、法人もやっぱり、余計抱えてしまえば労力の問題で、どうしてもそれ以

上難しいというところに来ているわけです。だから、そういったこともやっぱり地域間

を連携してという形になってる。そういうことを考えていかなければ、やはり色麻の稲

作農業は成り立っていかないだろうというふうに思います。 

  今、下高城ふぁあむがですね、農業大賞をもらったようですけれども、ああいった、

全てがああいう形になれればいいんですが。いいお手本があるんですね。ああいったこ

とができるようにですね、やはり、でも、下高城も圃場整備のおかげもありますからね。

そういったことも含めて、今後、この計画を練ってですね、さらに発展させていただき

たいなというふうに思います。農業については、まだまだ語り尽くせないこと、いっぱ

いあるんですが、今日はこのぐらいにしておきます。 

  続きまして、中学校のですね、部活動の地域移行について。 

これは、12月にもお聞きしておりますが、その後どのようになったのか。また、前期

課程、昔の５・６年生ですよね、以上の部活動についてもどうなっているのか、お聞き

します。 

○議長（天野秀実君） 町長。 

○町長（早坂利悦君） 中学校の部活動の地域移行ということで、12月に質問していただ

いておりましたことの前段分について私のほうから答弁をいたしたいと思います。それ

から、前期課程の５年生以上の部活動については、担当のほうから答弁をさせたいと思

います。 

  今、いろんな職種関係で働き方改革というものが出てきて、それぞれ規則なり法令が

定まったことによって、整備されたことによって、学校関係においてもこの状況を踏ま

えての部活動のいわゆる地域移行というふうな話が出てきました。 

  そんな中で、そこででありますけれども、令和６年度は改革推進期間ということで、

休日の学校部活動の地域移行について、前期課程の５年生・６年生の児童と保護者、そ

れから、後期課程の７年生から９年生の生徒と保護者にアンケート調査を行いました。

その結果、５・６年生の児童が後期課程でやってみたいと思う部活動は「学校の部活

動」ということにした方々が54％、「学校以外で行う活動」ということが14％、それか

ら、「両方やりたい」というのが８％ということで、約７割が部活動及びクラブ活動に

参加したいと回答をしておりました。なお、「活動したいと思わない」８％、それから、

「まだ分からない」という方、16％でございました。 

  後期課程の生徒に、休日の部活動に対しては「参加したい」が28％、「参加したくな

い」が26％、そして、残り「分からない」が46％と。３割が休日の部活動には参加した

いと回答をしました。 

  また、５・６年生の保護者に後期課程の休日部活動を地域クラブ等が担うことについ
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ては、「賛成」あるいは「どちらかといえば賛成」が53％で、「反対」、「どちらかと

いえば反対」という方々は13％、「分からない」が34％という結果でございまして、約

半分が賛成という回答でございました。 

  後期課程の保護者については、「賛成」あるいは「どちらかといえば賛成」という

方々は59％、「反対」、「どちらかといえば反対」という方々は17％、「分からない」

が24％と。こうして見ますと、６割が賛成ということでございました。 

  これらの結果を踏まえまして、色麻学園と休日の部活動の在り方について協議しなが

ら、体育協会、スポーツ少年団の指導者、部活動外部指導者、文化協会等と検討を重ね

ながら、各団体の合意形成の下、地域、学校、生徒、保護者に丁寧な説明をはかり、令

和７年度から実現可能な部活動から随時実施していきたいと、このように思っておりま

す。 

  それから、前期課程、５年生以上の部活動については、担当課から回答を申し上げた

いと思います。 

○議長（天野秀実君） 教育総務課長。 

○教育総務課長兼学校給食センター所長（今野和則君） それでは、前期課程５年生以上

の部活動につきまして御回答申し上げます。 

  まず、義務教育学校におけるメリットの１つといたしまして、中期部の児童が部活動

に参加できるということが上げられます。５・６年生にとって７年生から９年生の先輩

たちと共に活動することには、高い教育的意味があります。児童生徒が安心安全に活動

できるよう部活動実施体制を整え、令和７年度より５・６年生が部活動に参加できるよ

うにいたしました。 

  まず、参加の条件といたしましては、義務教育学校の特色である４・３・２制を生か

し、中期部以上の色麻学園在籍の５・６年生が部活動に参加できることになります。 

  部活動の概要といたしましては、１つは５・６年生の参加は任意参加といたします。

２つ目は、活動は平日のみの参加とします。３つ目は、活動中のけが等については日本

スポーツ振興センターの災害共済給付制度を適用いたします。４つ目は、４月の部活動

見学期間を経まして５月から正規入部活動開始といたします。 

  それから、指導の方針でございますが、１つは、部活動は原則として任意での入部制

とし、担当顧問や外部コーチの指導の下に行います。２つ目は、正式な部活動の入部手

続は５月に行い、前期課程の間は同じ部活動に所属することを原則といたします。 

  それから、５・６年生が参加できる部活動ですが、まず、運動部では野球、サッカー、

バスケットボール男女、ソフトテニス男女、卓球男女、柔道男女、剣道男女、文化部で

は吹奏楽、文化広報となります。後期課程の部活動の全ての部を対象といたします。 

  それから、活動時間ですが、６校時ホームルーム終了後から16時50分まで、下校時刻

は17時といたします。 

  申合せ事項といたしましては、１つは、中総体新人大会等の大会や吹奏楽連盟主催の

コンクールへの参加はなしといたします。２つ目として、中総体と新人戦前の部活動強



 - 32 -

化期間の参加はなしといたします。３つ目には、土日の参加はなしといたします。４つ

目は、活動日については各部での連絡を各自で確認することにいたします。５つ目は、

部活動の道具等は部活動顧問の指示により各家庭で準備することにしております。 

  以上でございます。 

○議長（天野秀実君） 今野公勇議員。 

○９番（今野公勇君） 中学校の部活動の地域移行についてなんですが、７年度からとい

うようなことになってるようですけれども、部活動移行についての協議会というのがあ

ったですよね。その中でどういった意見が出たのか、まずお聞きしたいと思います。 

○議長（天野秀実君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼公民館長（山田誠一君） お答えいたします。 

  部活動検討委員会につきましては、昨年度12月に発足しております。 

  委員会自体は、今回で４回ほど活動の趣旨について、今、議論しております。 

１回目、２回目、昨年度につきましては、やはり県のですね、部活動の推進というこ

ともございましたので、県の担当者が来て、今後、部活動についてのですね、協議事項

を含めた地域の問題点などを話し合ったというような形になっております。 

  あと、先進地ではございませんが、隣の加美町につきましては、地域クラブのほうが

既に発足されておりますので、その現状を踏まえた中で地域移行ができないかというこ

とをですね、加美町と今の現状を踏まえた中で協議をしてきたというような経緯でござ

います。 

  今年度に関しましては、やはりアンケート調査ということで、保護者、児童生徒、あ

と、いわゆる学校の先生に対してのですね、やはり啓発等、趣旨について話合いのほう

を設けてきたというような形でございます。 

主にですね、やはり当町につきましても、生徒数がかなり減ってきているということ

と、あと、やはり限られた部活動ができないというような現状がございます。あと、地

域指導者につきましても、今後どういった形で要請していくのか。あとやはりスポーツ

少年団、あと体育協会の指導者等も含めた形で、町としてですね、どういった形で部活

動を支援していくかということを議論して今、話し合っている段階でございます。 

  以上です。 

○議長（天野秀実君） 今野公勇議員。 

○９番（今野公勇君） この問題が出てからですね、先行してやれるところは６年度から

やりなさいというようなことだったですよね。スポーツ庁から出て、文部科学省もその

後、後追いって言ったらいいんですかね、そういう形になって。先生方の働き方改革な

んだということなんですが。このことについてですね、実際、今、中学校の部活動で担

当している顧問の先生方は、どのような捉え方をしていらっしゃるか、分かれば教えて

いただきたい。 

○議長（天野秀実君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼公民館長（山田誠一君） 委員会組織のほうにはですね、校長先生と部
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活動担当の主任のお二人のほうが委員会のほうに入っていただいております。詳しくは

ですね、先生たちの御意見というのはアンケート等を取ったわけでもございませんし、

今現在につきましては、外部指導者を入れた形で土曜日、いわゆる休日を地域移行とい

う形になっておりますけども、土曜日の活動は部活動を先生が主にやっているという現

状でございます。 

  やはり今野議員がおっしゃるとおり、働き方改革、あとやはり顧問の先生も含めてで

すね、やっていない競技を指導するというような負担もですね、今後考えられるという

こともございますので、そういったことを今後、今回のアンケートの調査を踏まえてで

すね、今度、学校の先生とアンケートなり、あと、この結果を踏まえて協議を、来年度、

７年度になりますが、協議していきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（天野秀実君） 今野公勇議員。 

○９番（今野公勇君） 私の憶測なんですがね、私、剣道なんですが、剣道の部活動の先

生方を見るとですね、中学校、高校を見るとですね、指導者になりたくて学校の先生に

なったんですよ。部活動を指導したくて。というのが大半だと思います。ほかのチーム

はどうか分かりませんけども。ただ、悲しいかな、全部がそういうことで先生になった

わけではなくて、スポーツやらないで先生に、やったことのない先生がいると。そして、

部活の顧問にはなったけれども、実際にそういったものが指導できないという先生も中

には、中にはじゃない、半分以上、いますよね、多分。 

  そんな中で、いろんな部活動に対しての私から見ればパッシングなんですが、そうい

ったものが出てきて、そして、地域の移行になってきたのかなっていうふうに思ってる

んですよ。 

  だから、そうは言っても、決められたことだからやらなけりゃいけない。ただし、隣

町みたいに地域総合型スポーツクラブがあるようなところは、それで対応できるかもし

れないけれども、私の町のようなところは当然できない。対応できないというよりも、

指導者は、スポーツ少年団の指導者はいますよ。でも、中学校の部活動、それを土日に

移行したときに、それを指導してくださいというふうに言われたときに、はい、分かり

ましたとすぐなれるような状況ではないということですよね。なぜなれないのか。いろ

いろな問題点があります。そういった問題点については、話合いをされたかどうか。 

○議長（天野秀実君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼公民館長（山田誠一君） 話合いの中でですね、具体的な話ということ

はしておりませんが、やはり今回ですね、実は大崎圏内で担当者会議という形で、やは

り地域移行に関しては一市町村ではなかなか解決できないというような問題が非常にあ

ります。その中でやはりやれるところからと言われましても、どこからやれるんだとい

うような話になってきておりますし、やはりどうしても話合いの中で出てくるのが、ス

ポーツ少年団の指導者をある程度確認した形での指導というのをですね、ほかの市町村

のほうでも要請しているような経緯がございます。 
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  ただ、学校の部活動でございますので、やはり学校の先生との連携とかというような

こともございますので、やはり今後ですね、クラブ活動につきましては、教員の兼職兼

業をある程度進めていかなくては部活動はできない点もあるのではないかというような

議論も出てきております。これにつきましては、今、加美町、大崎市、涌谷、美里とで

すね、今やっている状況を踏まえながら、できない部、あと今後、受入れできるような

部活、いわゆるクラブ化ですね、そういったものをある程度、お互いにですね、共有し

ながら、できる範囲でスタートすると。 

  やはり令和８年度にはですね、休日の部活動は地域移行ということでなっております

ので、やはり学校とはまた切り離した形で進むということになりますので、当町と加美

町についてはまだ結論的な、８年度にはいわゆる部活動を完全休日化したいというふう

な移行の市町村もありますので、そういった進んでいるとこも踏まえながらですね、今

後、協議していきたいというふうに思っております。 

○議長（天野秀実君） 今野公勇議員。 

○９番（今野公勇君） 今、県教委のほうから部活動についてのガイドラインというのが

出てですね、１週間に２回は休みなさいよ、その２回のうちに１回は土日どちらか休み

なさい、大会の前は少し緩くてもいいですよというような話になってるんですが。そう

いったガイドラインに沿ってですね、やります、じゃあ土日を地域移行、地域のスポー

ツ少年団やいろんな指導者に担ってもらおうというふうになったときにですね、例えば、

前にもお話ししましたけれども、その指導者の身分、どういったものになるのか、どう

いったものを想定しているのか。 

例えば、中学校の部活の外部指導者というふうな立場になるのか。その場合の保険の

適用の仕方、指導者、あるいは、引率していた生徒の保険の関係。それから、謝金の関

係、その辺は話し合われているかどうか。 

○議長（天野秀実君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼公民館長（山田誠一君） 具体的なものについては、示してはおりませ

ん。やはり地域クラブといいますと社会教育の一環という形になりますので、そういっ

た形での保険加入とかですね、あと、いわゆる指導者についてはライセンス的なものも

必ず必要になってくるということもございますので、やはりそういったライセンスをお

持ちの方を指導者という形でですね、お迎えするというような形になってくるのかなと

いうふうに思っております。やはりあくまでもこちらから頼むという形になるものなの

か。こちらから探すという形になるものなのか。やはりそういった意欲のある方を地域

でこちらから発掘するというような形になるのか。そういった点につきましては、やは

り大崎市、近隣の市町村を含めた形の内容も含めてですね、これから検討していきたい

というふうに思っております。 

○議長（天野秀実君） 今野公勇議員。 

○９番（今野公勇君） さっき謝金の話しましたけれども、どうも国のほうでは、自治体

でその辺を持ちなさいというような考えのようです。口だけ出してね、金は出さないと
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いう話なんですが、そうすっと、町長、また苦しくなるんですよね。所管事務報告書で

うちの委員長がですね、町長、国に対して全部をしっかり理解してもらえた上で政策を

打ち出してもらいたいとそういうところに言ってくださいっていうふうに言ってるんで

すが。これね、予算をつけてもらわないと、予算なしで何かやれって、なかなか難しい

んですよね。 

  だから、一番最初、この地域移行という話が出てきたときに、県の教育委員会のほう

から来てですね、大崎の合同庁舎で話合いがあります、来てくださいって言って行った

んですが、そのときに来た説明員がですね、私の知ってる元教員、教育委員会にいる。

説明したんですが、「どういうことだ」、「分かりません」って。とにかく県のそうい

った説明する人たちも分からない、どうしたらいいか分からないというふうな状況です

よ。そういったものを地域に押しつけるということです。 

  昔、総合型地域スポーツクラブを各市町村に全部つくりなさいという話もありました

けれども、私もそのとき体育主任だったかな、でいろいろ検討はしました。検討はしま

したけれども、私たちのような小さい町ではとてもできない。予算的なことから何から、

事務的なことから、それから指導者の関係もできないということで、スポーツクラブは

つくらないという結論に達しました、そのときは。 

  そんな中で、こういった話がまた出てきたときにですね、何を国は考えているんだろ

うかということですよね。子供たちはどんどん少なくなっていく。だから、そういった

少なくなっていく子供たちを全員落ちこぼれないように育てようというような気持ちが

あるのかもしれないけれども、ちょっと間違ってるような気がします。ただ、ここで私

が間違ってるって言ったって、国会でないから町長に言っても、うーんって、答えられ

ないし、町長には国に対してというふうに要望しかできないことになります。ただ、や

っぱり子供たちのことを考えていけば、学校の先生も当然、動くことも考えなければな

らないということになれば、こういったことに対して何か答えを出していかなければい

けないというふうに思います。 

  そこでね、５・６年生に対する部活動が７年度からオーケーですよという。ただ、申

合せ事項で新人大会、もちろん、これはコンクール等には参加できませんよ。それから、

総体と新人大会の前の部活動の強化期間中へは入らないでくださいね。それから、土日

の参加はありませんよというような話なんです。何かね、イメージです、イメージって

いうか、聞いた父母、父兄の聞いたイメージでは、邪魔っこはりに来ないでねというよ

うなことだそうです、イメージは。 

  ただ、スポーツっていうのは、本来、楽しいものです。そして、そこに中学生のお兄

ちゃん、お姉ちゃんたちがすばらしい活躍を見せている。それは非常にいい先生がそこ

にいるわけですよね。そして、そのことによって、私も、僕も、ああいうふうになって

みたいと思って始めるのが普通だと思います。だから、そういったことを触れ合えると

ころをつくっていくっていうことは、非常に教育的効果が高くて非常にいいことだとい

うふうに思うんです。部活動を指導している先生方から言わせれば、こういうふうな意
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見が出るのかも当然かもしれませんけれども、本来、スポーツは楽しむものだから、私、

１年生からでもいいと思うんですよね。そして、遊びでいいんですよ。ただ、けがをし

ないようにだけ、それをちゃんと見る。ただ、中学生ぐらいになるとね、小さい子たち

をちゃんと見ますよ、言われなくたって。そして、自分の練習もしながら子供たちを見

るということができるんですよ。ただ、やらせないだけなんですよ。スポーツ少年団の

中でいっぱいやれば、そういな活動しているの、いっぱいありますよ。だから、できれ

ばね、５・６年生からともう決められてますが、こういった制限をかけないでどうぞ来

てくださいというふうにやったほうがいいと思う。 

  それから、何か聞くと、遊び半分では入らないでくださいねということもあったよう

です。遊び半分でいいんです。そして、１回入ったらそこから抜けられないじゃなくて、

あっちにも行ってみたい、こっちにも行ってみたいというふうに思う子供がいるわけで

すよね。それでもいいと思うんですよ。何もかにも、中学校もそうですけども、部活動

に入ったらそれを３年間ずっとやってくださいねっていうような意味合いなんですよね。

で、色麻中学校、まだ全員加入。よそはもう任意。やりたい人、やりたくない人は入ん

なくていいんですよ。だから、そういうふうに任意にしてしまって、誰がどこに行って

もいいようなことにするべきだというふうに思うんです。 

  それが何でできないのかっていうと、やっぱり管理する側の考えですよね。管理する

のは確かにそうかもしれないけれども、それからいろんなことが、事故があったり何か

したときの責任の持ち方とかもいろいろありますけども、そういったことをいろいろ話

し合いながら、もっとよりよいやり方ができるんではないかなというふうに思うんです

が、いかがでしょうか、教育長。 

○議長（天野秀実君） 教育長。 

○教育長（千葉律之君） 今までの意見、ありがとうございます。非常に私も、今、聞か

せていただきましてですね、同感すべきところも多々あったというふうなところでござ

います。 

  まず初めにですね、お話ししておきたいところが、いろいろあったんですけれども、

部活動のほうでこれから進める場合に、地域移行ですね、ここにはやはり様々な障害が

あるというふうなことは今野議員がおっしゃるとおりというふうに思ってます。 

  その中で、部活動の捉え方っていうのは、なかなか人それぞれ、教員含めてそれぞれ

違うというふうなところもあるというふうに思います。ただですね、部活動というふう

なものは、学校教育活動の中の、これは以前にも話しましたが、教育課程内と教育課程

外というもの、ございまして、部活動は教育課程外というところでございます。ただ、

これは、行っていくっていうことが今まであったわけでありまして、何を言いたいかと

言いますと、部活動を通じて生徒の指導というふうなものを行ってきたというふうな過

程があります。ですから、部活動というふうなの、先生方が関わる、または関わりたい

っていうふうなものは当然でございまして、そういった中で行ってきたと。 

  ただ、先ほど今野議員からおっしゃったように、国のほうからそのようなことで地域
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移行というふうなことになってきたと。それには様々な要因があって来たというふうに

私も捉えております。 

  その中で、様々な実績のある県とかそういった話を私も今までですね、12月、話した

後に聞いてまいりました。そのところの話をちょっとしますと、富山県というようなと

ころでは、地域で実際に行っていても、先生方がやっぱりそこに関わるというふうなこ

と。これは当然でございますね。というふうなことでやってるというふうなことであり

ます。それも含めて、来年度、実際に話し合って進めていきたいというふうに思います。 

  ２つ目でございます。おっしゃったように、任意加入と、それから任意加入でない全

員加入、部活動に対してというふうな話があります。これにつきましては、加美町、一

応足並みをそろえてというような話、ございまして、今のところ、来年度は全員加入と

いうふうなことにします。ただ、全員加入にしますが、全員加入すると、どうしても弊

害が生まれて、例えば、自分はこういった競技をやりたいんだけれども、どうしても入

らなきゃないのかって話になっていくわけですよね。それは避けたいというふうに思う

んですけども、ただ、今までどおり、来年度になっても部活動を減らすというようなこ

とはございません。そのままで行きます。例えば人数が少なくなったからといって、そ

ういったことは、なるっていうことにはならないように１年間は進みたいと。その次に

検討というふうなことに入っていく年度というふうにしたいというふうに考えたところ

でございました。 

  ３つ目でございます。先ほどおっしゃった５年生・６年生っていう話なんですけども、

これは、前回、河野議員からもお話あったところでございました。それでまだ遅いんじ

ゃないかというふうな話もあってですね、もちろんそれは校長と話しながら進めてきた

ところでございます。で、来年度から５年生・６年生というようなことになるんですけ

れども、部活動、一緒にやるんですけど、５年生・６年生の場合の部活動っていうふう

なことになりますと、実際には小学校にはクラブ活動というふうな、要するに教育課程

の中のコマを取ったところにあるもの、それとの兼ね合いっていうふうなもの、実はあ

って、そういったところも考えなくちゃならないっていうことがありました。 

  ここでお話ししたいのは、部活動っていうふうなものの目標、これはグランドデザイ

ンという色麻学園の中で書いてるところ、ちょっとだけ読ませていただきます。目標で

ございます。共通の興味、関心を持つ生徒が集まり、より深い探求活動を実践し、各種

大会やコンクールへの参加を通し、専門的な知識、技能の向上を目指すというふうなも

のが目標でございます。それに向かって目的があるわけでございますが、その目的とい

うのが、約束を守り、仲間と協力し、公正な態度の取れる児童生徒、児童とちょっと入

れたのは部活、５年生・６年生入るから、今、児童って私、あえて、書いてないんです

けど、入れました。本当は生徒ですね。今度、児童、なります。それから、積極的に練

習に参加して体力、技術の向上を目指す生徒。これも児童、入って児童生徒というよう

なことになります。 

  今野議員からおっしゃいました、そういった中での教育的効果っていうふうなものが
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あるとすると、子供たちの自己肯定感につながるようなというふうな工夫はあるのかっ

ていう話、されました。私、自己肯定感っていうふうなものは、個人的に申し上げるん

ですけど、ずっと私、テーマにしてきたことでございまして。自己肯定感っていうのは、

なかなか日本国内では外国に比べますと低いというところがあります。御承知のとおり、

平成25年に先進５か国で取った自己肯定感は、日本、非常に低かったというふうなこと

は御承知のとおりというふうなところでございます。そういった中で、やはり自己肯定

感っていうふうなものは、自尊心と私は同等の言葉だというふうに思います。自尊心と

いうのは、自分を尊いと思う心でございますよね。これが自信とどうなのかというと、

似て非なるものでございまして、自信とはちょっと違うというふうなことでございます。

自信というのは、勝つと自信っていうふうななりますけど、負けたらじゃあ自信がない

のかって話になってしまいますけども、そうじゃなくって、自尊心っていうふうなの、

負けても自分は、自分を尊い心と思うんだっていうふうなところ、そこに持っていくっ

ていうふうなことが様々な経験じゃないかと。今言ったような、すいません、長くなっ

て申し訳ないんですけども、目的というふうなものにつながるのかなというふうなとこ

ろで、最初の今年、出だしでございます。ここからまた様々な面で学校でも考えて、５

年生・６年生のことをいろいろ考えていきたいと思います。 

  まずはちょっと最初ですね、いうことをちょっと御承知いただきたいのとともにです

ね、小学校の先生方には、部活動というふうなもの、小学校の先生方は部活動っていう

ふうな校務はないんですけども、実際入りたいというふうな小学校の先生方がおりまし

た。そういった方々にも加わっていただきまして、５年生・６年生の指導も仰ぐという

ふうなことになっておりますので、まずは今年、そのような形で始めさせていただきた

いと思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

○議長（天野秀実君） 今野公勇議員。 

○９番（今野公勇君） 教育長、どうもありがとうございました。 

  やっぱり、教育長おっしゃるように、自尊心ね、これはやっぱり必要ですよね。だか

ら、そういったのをどうやって育んでいくかっていうと、非常に難しいんですよね。や

はり１つは成功体験を重ねるということが大切だと思います。だから、成功体験だから、

難しいことをやるんじゃなく簡単なことからどんどんとね。だから、遊びから始まるん

だということになりますよね。そういったことも含めてですね、非常に難しい課題、あ

ります。 

  そして、最終的に、やはり予算的なことですよね。予算。 

  それから、もう一つ、さっき課長、言ったけど、ライセンス。資格。どういった資格

が必要なのか。 

前は、昔はですね、日本体育協会、今はスポーツ協会なんだげっとも、そのスポーツ

指導員、Ｃ級があればいいんですよということで、私も若いときに地域社会指導員、そ

れから、剣道のほう、それからＣ級も通信教育で取ってですね、持ってました。ただ、

４年に一度、更新しなきゃいけないし、そして、更新するのに更新講習会をやらなくち
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ゃいけない。Ｃ級のほうは通信教育でいいんですが、種目のほうはですね、そのとこに、

どこに行きなさいと。１泊２日、２泊３日で研修しなきゃいけないという非常に負担が

多くてですね、50何ぼまで持ってたんですが、それから行かなくなりました。百姓しな

がらやってるわけだから、なかなか休みも取れないしね。何月何日何時まで来いなんて

ところにはなかなか行けないということで、やめてしまったんですが。ただ、そういっ

たライセンス的なことはスポーツ少年団が持ってる資格でいいとか、そういったことも

含めて議論をしていただいてですね、きちっとしたもので指導者、あるいは、子供たち

が惑わないようなスポーツ振興を図っていただきたというふうに思います。 

  以上で終わります。 

○議長（天野秀実君） 以上で、９番今野公勇議員の一般質問が終わりました。 

  次に、１番工藤昭憲議員の一般質問の発言の許可をいたします。一般質問席にて発言

をお願いいたします。１番工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） 今回も座ったまま質問させていただきます。 

  なお、今回、息子がコロナになってしまいまして、それを家族で感染しまして、今日

で９日目でございますので、マスクをしたまま質問させていただきます。多分、本人が

やわいもんだから菌はないと思うんですけれども、万が一っていうことを考えてこのま

まさせていただきます。 

  まず、マイナンバーについて、今回、一般質問を出しました。昨年の12月でしたかね、

町長の行政報告にもあったんですけれども、その時点ではマイナ保険っていうものがま

だ制度化されてなくて、導入予定だよという形の中での12月２日からマイナ保険証とい

う形になったように記憶しております。また、どなたか一般質問したような記憶もあり

ますけれども、状況が変わりましたので、改めて一般質問をさせていただきたいなと思

います。 

  この制度は、今さら言うまでもなく、行政の効率化、さらには、生活の利便性とか公

平な社会を実現するためどうのこうのって言われてますけれども、よいところもあるか

もしれませんが、そうでないところもあるのかなという思いがありますので、まず、基

本的なことから確認しながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  それで、通告していた内容ですが、まず、１月末時点の対象者は何人ですかと。申請

件数と登録件数は、その後、解除された方はおりますかということで出しましたので、

まず御回答をお願いします。 

○議長（天野秀実君） 町長。 

○町長（早坂利悦君） 工藤昭憲議員のマイナンバーカードについての質問にお答えをし

たいと思います。 

  まず、１月末時点での対象者は何人かと。それから、申請件数と登録件数は幾らか。

それから、登録後に解除された方の人数はどれほどかということでございますので、町

の１月末現在の対象者については、6,092人となっております。申請件数は、亡くなっ

た方や申請時に申請内容の不備、写真などの撮り直しなどの再申請を含めた累計で
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6,202件、町で交付した登録件数として累計で5,668人となっております。それから、マ

イナンバーカード取得後に解除した件数、いわゆる返納件数につきましては、現在まで

４件の解除の申請がございました。 

  以上でございます。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） 対象者は何人かって、町民だということは分かるんですけれども、

要するに、人数を確認したくてこういうふうに出したわけですけれども、今現在、

6,092人だけが対象者だということでありますよね。その中でいろんなことがあったに

しても、写真取り直しとか再申請含めた中での6,202件の申請があって、5,668人が今現

在、登録しているということでの回答であります。 

  その中で、今までの制度改正、もう10年近くなるわけですけれども、たしか。その中

で、町として担当課としてトラブルという言い方が正しいかどうか分かりませんけれど

も、申請に来たり、またマイナカード関係について何かそういう町民のほうから申請者

と言えば町民ですね、町民のほうから何かあったのかどうか。そいつをちょっと確認し

たいと思います。なければないでいいです。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） お答えいたします。 

  申請があってトラブル等々があったかということでございますけれども、今までトラ

ブルについてはなかったかということで認識しております。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） ということは、本町ではマイナカードについてはそういうトラブ

ルという言い方はやはり当てはまんのか分かりませんけれどもね、クレーム含めてなか

ったというふうに認識すればいいわけですね。理解していいわけですね。はい、分かり

ました。 

  その中で、１個、いろんな不安、ある中でも一番不安な要素っていうのは、多分、何

かあったときに補償っていうんですか、要するに登録者が損害を受けた場合。自己管理

の面であった場合は当然なんないと思うんですけれども、そうでない、適正な使用をし

たにもかかわらず何らかの形でデータ流出とか、また、それに伴って損害が発生したと

かっていう場合は、補償っていうのはあるんでしょうか。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） お答えいたします。 

  データ流出等々につきましては、データそのもの自体が国のほうで管理しているとい

うことになりますので、国のほうでデータ流出等々が発生してしまった場合には、国の

ほうで何らかの補償なりがあるかと思いますけれども、町のほうでまず、入力する段階

で間違ったような場合につきましてはすぐさま修正させていただきまして、補償という

のは今のところ考えていないというところでございます。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 
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○１番（工藤昭憲君） マイナンバーカードについては、当然、国の責任でやっているわ

けですよね。町の職員がもしミスがあったとすれば、今言ったように、打ち込みの段階

での間違いはあるかもしれません。ただ、そのことで何らかの情報の流出とか、それか

ら損害が発生するというような事例は考えられませんよね。だから、あくまでも国の責

任の中でカードを利用する中で、自己管理、しっかりしていたにもかかわらず、データ

流出したり、または悪用されたりして被害が発生したときには、町でしてくださいって

いう意味でなくて、国でするんですかって聞いたんですけれども。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） 議員、おっしゃるとおりですね、国のほうで流出すれば

ですね、国のほうで何らかの手当はするということになるかと思います。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） 国のほうに確認したわけでないんだと思いますから、確実に補償

しますとか、できますとか、するとかっていう答弁はできないんだろうなという理解は

しますけれども。やっぱりカードっていうのは、いろんな情報、入ってるわけですよね。

生年月日から住所から個人のいろんなデータが。やっぱりその中でそれを、私たちは多

分、ここにいる方、全員がそれをどうやって悪用するかっていうことは想像できないん

ですけども、そういうのを使おうという発想はそもそもないんだと思うんです。だから、

そういう考えの人だけが、いないから困るんですよね、世の中。だからやっぱり、中に

は二の足踏んでる方が、さっきの答弁の中に登録件数、申請件数は6,202件です、5,668

人がその中で登録してますよと。でも、実際は6,092人が対象なんだと。だから、まだ

してない方は、それ以外の事情でしてないのかもしれないし、また、マスメディアで言

われるような、不正利用なり何なりされた場合どうしようかなということで迷ってる方

もいるんでないのかなという思いがしますよね。その中で適正な管理をしながら、なお

かつ不正利用された場合はちゃんと国で補償するんだよというような、そういう安心感

があればもっと、ある意味で言えば100％なるかどうか分かりませんけれども、やっぱ

りそういう数字に近づけるためには、やっぱりそういうこともしっかりとしておかない

と駄目なのかなと思ったもんですから聞いたんですけれども、担当課としては、そこま

では把握してないというふうに、やるかもしれませんよという、そういうニュアンスの

答弁だったというふうに理解します。まず、担当課としてね、それ以上のことは、言明

はできないんだろうなと思いますので、その辺についてまず、ここでは取りあえず収め

ておきます。 

  その中で、18歳以下の対象者っていうことで出しましたけど、②。このことについて、

まず回答をいただきます。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） 全体の中で18歳以下の対象人数と登録者はということで

ございます。令和７年１月末現在でですね、18歳以下の対象人数につきましては、854

人ということになっております。登録者数につきましては、同じく１月末現在で687人
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ということになってございます。 

  以上でございます。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） ありがとうございます。18歳以下は854人ですよと。その中で687

人が登録してるという回答ですけれども。 

  何でこんなこと聞くのかなって思うかもしれませんが、要するに、生まれたばかりの

子供でも対象になるっていうことですよね。そうしますと、申請に、出生届を出しに行

ったときに、多分マイナンバーが増やされると思います。そうですよね、たしかね。マ

イナンバー、ナンバーが付与された時点で手続は当然可能だと思います。まず、んで、

そいつを確認します。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） お答えいたします。 

  お子様が生まれた段階でですね、出生届と同時にマイナンバーカードを申請すること

は可能となってございます。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） ありがとうございます。 

  その登録する際、両親は当然大丈夫だと思うんですけれども、両親の親兄弟とか、要

するに、じいさん、ばあさんに当たる人、または、弟、兄貴、姉、妹、そういう兄弟で

もマイナンバーカードの登録ができんのかどうか。または、他人がもしかしたらば行く

場合もゼロではないと思うんです、何らかの事情で。その場合でもできるのかどうか、

マイナンバーカード登録が。その際、そして、必要な書類っていうか、確認するための

何かそういうものって必要なのかどうか。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） お答えいたします。 

  基本的に、基本的にと言いましょうか、法定代理人であります親権者のほうが申請者

になるということでございます。今、申し上げられましたおじいさんとかおばあさん、

兄弟につきましては、申請することはできないということになっておりまして、仮に父

親、母親が亡くなってしまった場合に、その方が未成年後見人ということになりまして、

その方であれば申請ができるということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） 要するに、誰でもいいということではなくて、あくまでも親権の

ある方、基本的には父母、または、父母がいない場合も想定される中で法的に認定され

た親権者というふうな認識ね。 

  そうした場合、最初にお尋ねしたように、誰でもよいっていうことではなくて、今の

答弁は理解しました。その中でのそのときの書類っていうか、身元確認する書類ってい

うのは必要ないんでしょうか。 
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○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） すいません。答弁漏れしておりました。 

  そのときの書類といたしまして、出生届と一緒に申請する場合には、母子健康手帳な

り、あと多分、乳幼児受給証なり、その辺の書類が必要になってくると。あと、併せま

して、法定代理人、父親と母親なんですけれども、その人の本人確認書類というものが

必要になってくるということでございます。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） 特別、例えば、免許証だとか、謄本だとか、抄本だとか、そうい

うものは必要ないですよと。あくまでも乳幼児の証明書とか、母子健康手帳とか、そう

いうものがあれば基本的には両親であれば、または、親権のある人はそれでできますよ

っていうことね。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） 説明足らずで申し訳ございません。 

  法定代理人のですね、お父さん、お母さんの顔写真付であれば１つ、免許証なり、顔

写真がなければ２種類の証明書が必要になるということでございます。 

○議長（天野秀実君） １番工藤昭憲議員にお諮りいたします。 

ただいま一般質問続行中でありますが、休憩後にお願いしたいと思います。よろしい

でしょうか。（「はい」の声あり） 

  それでは、休憩後にお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午後２時５４分 休憩 

 

     午後３時１０分 再開 

 

○議長（天野秀実君） 休憩を閉じて会議を開きます。 

  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。１番工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） さっきの質問、②の中で２番目に聞いた中でちょっと、１つ確認

したいと思います。 

  要するに、手続すんのには両親だけだよと、基本的には。または、親権者ね。その中

で、乳幼児受給者証と、それから母子手帳だかあればいいですよっていうことなんです

けれども、それは、ほかの人がそいつ持ってって申請はできないっていうこと。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） それにですね、今、申し上げました乳幼児受給者証と母

子健康手帳、それは子供の分ということでございます。で、申請しに来た本人の本人確

認書というものが必要になってくるということでございます。ですので、生まれた子供

の分、あと申請しに来た親、もしくは法定代理人の人の本人確認書が必要になるという
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ことでございます。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） 要するに、届け出す人の確認するための何かは必要だっていうこ

とですよね。先ほどは乳幼児の受給者証とそれから母子手帳があればいいよっていうよ

うな答弁だったように思うんですけれども、今、ちょっと考えてね、そうかや、そうだ

ったらいいなと思ったんですけれども、だから、今、念のために確認したんですけれど

も。要するに、両親であろうと本人を確認するものは必要だよっていうことでしょう。 

  はい。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） そうした場合、当然、本人は、マイナンバーカード、登録してれ

ば、それは当然使えるわけですよね。でも、今までは、こいずはまだ、まず、いい、分

かった。だったらば、いずれにしても登録に行くには必ずそういう、必要なんだよって

いうことね。身分、証明するものがね。 

  議長に休憩中に何か足りない部分、回答、足りない部分、なかったかって言われて、

改めて思い返したんですけれども、ほんでいいのかっていうちょっと思いがあったもん

ですから、改めて休憩挟んで聞き直したわけですけれども。 

慌てなくていいので、明確に、正確に答弁をしていただければありがたいと思います。

明確にできなければ、書類をしっかり確認して、資料を確認してから答弁していただい

ても構いませんので、慌てないで正確な答弁をお願いしたいと思います。 

  まず、②についても分かりました。 

  では、③に移ります。 

その中で、被用者と非被用者の人数、登録人数は何人かということで聞きました。こ

れの回答をお願いします。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） 全体の中で被用者と非被用者の人数と登録者数は何人か

ということでございます。 

国民健康保険と後期高齢者医療制度の非被用者につきましては、令和６年12月末現在

で国保の対象者が1,266人、後期高齢対象者で1,190人となっております。登録者数につ

きましては、両保険事業ともですね、両システムでは集計することができませんで、登

録者数の正確な人数を把握できない状況となっております。 

会社員などが加入します健康保険組合、共済組合などの被用者につきましては、会社

の保険組合、共済組合が管理しておりまして、町で把握することができない状況でござ

います。人数につきましては、町全体の対象者から非被用者を差し引いた約3,600人ほ

どが被用者の人数になるものと思われます。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） 12月末時点で国保対象者は1,266人だよと。後期高齢者対象はそ

の中での1,190人だっていうことで、被用者についてはシステムが違うためにいわゆる、
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把握はできないんだよっていう答弁ですよね、答弁かと思いますね。やはり町で管理し

てる国保、後期高齢者はやっぱり厚生年金関係、社会保険関係の、言われればなるほど

なと思ったんですけれども、やっぱりシステムが違うわけですから当然、分かんないわ

けだよね、なるほどね。でも、その中でも非被用者については3,600人程度が該当者だ

よという回答ですけれども。あんまり社会保険とか、国保については、自分は国保に入

ってるもんですから、ある程度は理解するんですけれども、やっぱり社会保険関係って

いうのはあんまり分かんないんですね、適用なったことないもんですから。だから、ど

ういう内容、なってんのかなという思いで聞いたんですけれども、ある意味で確認だね。

この③についてはまず理解をしました。分かりました。 

  では、④に移りたいと思います。 

質問要旨として出してるのが、12月２日より健康保険証の新規登録が停止されて、マ

イナ保険証の登録・利用が基本なったんですけれども、２月末というふうに出してしま

ったんですけれど、こいつミステークで、１月末ですよね。２月末っていうと四、五日

前なわけですから、当然できないと思いますので、回答書では１月ということで出して

いただいておりますけれども、１月末現在のマイナ保険証の登録状況、人数をお願いし

たいと思います。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） 議員、１月末ということで、今、説明したんですけれど

も、国保とですね、後期のシステムの最新情報というのが12月末と。12月末の情報が一

番最新ということで、12月末の情報ということでお話しさせていただければと思います。 

  12月末時点でのマイナ保険証としての登録状況になりますけれども、国民健康保険で

被保険者数、1,266人になります。マイナ保険証登録者数につきましては、961人となっ

ておりまして、被保険者に対する登録率は75.9％となっております。 

  後期高齢者医療制度では、被保険者数で1,190人になり、マイナ保険証登録者数は812

人ということになっておりまして、被保険者数に対する登録率は68.2％になっていると

いうことでございます。 

  以上でございます。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） 今、回答いただいたんですけれども、回答書では12月末というふ

うに出てんですけれども、12月末ね。 

登録者が、国民健康保険者数では1,266人、マイナ保険証に登録した人はその中で961

人。後期高齢者医療のほうでは、1,190人が被保険者で登録者は812人ですという回答な

んですけれども。 

  要するに、12月２日から開始になったわけですから、約１か月の間にこれだけの登録

者が増えた、登録してもらったっていうふうに理解すればいいわけですよね。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） お答えいたします。 
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  マイナ保険証につきましては、12月２日以前からも登録することが可能でございまし

たので、それ以前に登録した方も含めてということで、全部の数でこの人数ということ

になりますので、御理解いただければと思います。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） 12月２日というのは、要するに新規の保険証の発行はしませんよ

というふうになった日ですよね。そうですね。じゃあ、ちょっと勘違いしました。そう

ですね。それ以前からマイナ保険証の登録は始まっていたんですよね。12月２日ってい

うのが頭、どっかにあったもんですから、１か月足らずの間に随分と登録した人が多い

なと思ったもんですから。なるほどね。はい、分かりました。 

  その中でね、はい、議長。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） 今ある保険証、これがまず、１年は延長するっていう発表されて

ますよね。１年発行して、何日に発行するんだか手続によって皆違うと思うんですけれ

ども、発行日が。いや、違う、違う。だって、保険証の有効期限っていうのは、町民一

律なの。ああ、そう。要するに、７月いっぱいですよね。うん。 

  そうすると、７月いっぱいで保険証の新規の発行は、それ以降は、12月２日以降はし

ないで、それで、マイナ保険証にしないと１年間は延長されますよということですよね。

で、その１年後にはどうなるの。要するに、今年の７月で保険証の期間が終了して、12

月２日以降は発行しないわけだから、そうすると、来年の７月までしかってないわけで

すよね、マイナ保険証にしない人は。ただ、そうすると、１年間延長されるというのは、

どの時点から１年間延長すんのかも分かりませんけれども、いずれにしても、多分、有

効期限の１年延長だというふうに理解します。そうすると、来年の７月末で資格証明書

みたいなのが、多分、延長、そこでストップするわけでしょう。そうした場合、その後

はどうなるのか。それまでに登録すればいいんですけれども、登録しない人、何らかの

事情があって…… 

○議長（天野秀実君） ここまでのことを、今、答弁していただきます。今までの点につ

いて、回答をお願いします。町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） お答えいたします。 

  マイナ保険証にしない場合ということで、今現在、マイナ保険証を持ってる方はその

まま使えますけれども、持っていない方、もしくはひも付けしていない方につきまして

は、７月末時点で資格確認書というものを発行いたします。それで病院のほうとかにか

かっていただくということになります。それは７月末ですので、８月１日から１年間有

効ということになりますので、それで医者のほうにかかっていただくということになり

ます。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） 今、本員がお尋ねしたのは、年明けてしまったから、去年の７月

いっぱいで保険証、今まで発行していたやつは再発行しませんよという、12月２日以降
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は。そして、去年の７月だからその間に、来年の７月まで使えんのは分かんの。それ、

別に手続しなくても使えるわけでしょう。去年の７月に、要するに８月１日から発行さ

れた分については、来年の７月30日だか31日までは使えるわけだから。だから、その後

はどうするんですかって。したら、資格証明書、出すと。その資格証明書を出して、さ

らに１年後にはどうなんのかっていうことなの。再度発行するの。 

○議長（天野秀実君） はい。それでは、ここまでの回答を町民生活課長、お願いします。

町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） それ以降も、同じように資格確認書を発行するというこ

とになります。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） そうすると、マイナ保険証にした意味が、制度を変えた意味がな

いように思うんだけどね。要するに、その繰り返ししていけばいいわけでしょう、そう

なってくっと。だから、そうなってくれば、制度の不備だっていうふうになってくるん

だよね。だから、やむを得ない事情があって１年間延長するための資格証明書を出しま

すよと。だから、何回も言いますけれども、去年の７月いっぱいで切れてる人は、去年

の８月１日から使える保険証を今年の７月30だか31までは使えるわけだ。その後に、手

続しない人に関しては、そっから８月から使えるための資格証明書を発行しますと。そ

れは１年間有効ですよと。その資格証明書が発行されてから１年後はどうなるんですか

って言ったらば、また発行しますという話だ。 

そうすると、それはマイナ保険証という制度の不備に捉えるんですけれども、意味が

ないような気がするんですけれどもね。だから、その間に何かマイナ保険証に移行する

ための手続を何か促すための何かをするとか何とかっていう、そういう制度的なものが

あんのかなと思って聞いてんの。なくて、そいつが延々と延長されるというふうに理解

していいんですか。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） お答えいたします。 

  今ある保険証とマイナンバーカードをひもづけた時点で、資格確認書っていうのは発

行されなくなります。で、マイナンバーカードと今ある保険証、別々にしてる場合には、

ずっと同じような方法で資格確認書が発行されるということでございます。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） それでは、資格証明書なるものはマイナ保険証に手続しなければ

延々と１年ごとに発行されるっていうふうの回答ですよね、今ね。何かね、利便性、高

めるためにしようとしてる制度が、果たしてそれでいいのかっていうふうに思うわけで

すよね。だから、その間に国で何らかの手を、何らかという言い方が正しいかどうか分

かりませんけれども、そういうマイナ保険証に移行するためのプロセスを何か考えてん

のかなという、そのための１年間、資格証明書、発行して１年間の有効期限っていうの

を設けたのかなと思ったんです。それが、今の回答ですと、資格証明書は期限切れても
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さらに発行します。その次の年にもマイナ保険証に手続しなければ、また１年間使える

資格証明書を発行しますと。なるほどね。何か全然利便性高まんないような気がするん

ですけど、このことは町民生活課長と議論してても始まんないので、これはそれで収め

ますけれども。 

  ただ、その中で、マイナ保険証にすると、いろいろ便利になるよと。ただし、窓口で

手続するときには、例えば暗証番号使わなくない場合もあるかもしんないし、便利にな

って顔認証ということも、今、やってますよね、たしかね。顔認証ね。何か見てます

と…… 

○議長（天野秀実君） 工藤議員、ちょっと待ってくださいね。 

  回答をするときは、挙手をして回答願います。そうでないと、単なるやり取りになり

ますので、その辺だけひとつよろしくお願いします。 

  工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） 私も病院に最近頻繁に行く用事ができてしまいまして、個人的に。

たまに見てるんですけれども、何か機械の前に立って、カード差して、そして、よく見

てると、カメラみたいなので何かやってんですよね。ああ、これが顔認証なんだなとい

うふうに思ったんですけれども。顔認証する際に、私のように立って顔認証できない人

はどういうふうにして顔認証っていうのをすればいいのか。 

○議長（天野秀実君） それでは、町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） お答えいたします。 

  顔認証できない場合には、４桁の暗証番号があるかと思いますけれども、そちらのほ

うでも認証が可能ということでございますので、そちらのほうでしていただければと思

います。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） 暗証番号を入力すれば使えるよっていうことね。 

  私もときどき忘れるんですけども、マイナカードっていうの、今までほどんと使った

ことないんです、私はね。ほかの方はどうか分かりませんけれども。そうしたときにね、

暗証番号、忘れてしまうの。特に、私ももうすぐ、今年誕生日来ると、あと３年すると

後期高齢者になります。それまで生きてっかどうか別にしてね。そうしたときに75歳を

境にしてという思いはありませんけれども、どうしても年齢重ねてくると物覚えが悪く

なる、物忘れがしやすくなる。顔認証すれば手続できると思って行ったらばできない。

あら、どうしようという思いが先に立つ。そして、窓口でできません、なりませんって

言ったときに、じゃあ暗証番号打ち込めば大丈夫です、ここにカード置いてくださいっ

て、多分、案内はされるんだと思います。しかし、暗証番号を忘れたときどうすればい

いんでしょう。 

○議長（天野秀実君） それでは、町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） お答えいたします。 

  顔認証もできない、あと暗証番号も忘れてしまったという場合には、病院のですね、
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事務局のほうに申し出て、目視モードというものに変えることが可能だということです。

目視モード。目視モードというものがございまして、それによって事務の方が本人であ

るというのを確認して、それで医療を受けることが可能だということになっているそう

でございます。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） そうすると、マイナ保険証で確認できるっていうことね、窓口の

方が。 

○議長（天野秀実君） お願い申し上げます。職員の皆さんにおかれましては、質疑をし

てる最中に返事はしないでください。質疑が終わったら、挙手をして回答していただき

ます。それまでは質疑に徹していただきますので。そのように進めますので、よろしく

お願いいたします。 

  工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） もう一遍、言いますけれども、窓口で暗証番号も顔認証もできな

ければ、窓口で事務担当の方がマイナカードを見て本人かどうか確認するっていう回答

ですけれども、全然利便性高まんないんだけっともね、そうすると。 

  そういう話になってくると、手続してもメリットがないような気がするんだよね、こ

れね。だって、年寄りはね、腰の曲がってる人もいるし、私のように病気してしまえば、

当然、車椅子で長く生活する人も出てくる。幸い私は最近こうやって歩けるようになっ

たから、顔認証のカードリーダーっていうんですか、その前で顔認証ができるかもしれ

ません。二、三分だったらば。でも、普通の人は本当難しいんですよ。さらに、自分の

暗証番号、当然そういう方だから、家族、必ず随行していくと思います。でも、家族だ

ってね、自分の暗証番号を覚えるのがやっとなのにね、じいちゃん、ばあちゃんの分、

どうなのかなと思うんだよね。そうした場合、多分どっかに書いておいて、そいつを見

ながらこうする。ところが、国で言ってんのは、そういうようなものに書かないでくだ

さいと。また、暗証番号を押す場合は後ろから見られないようにやってくださいとかっ

て何か指導してるようです。そういうことを考えたときに、おいそれと窓口で暗証番号、

言ったり何かもできないんだと思いますし。だから、そういうことを考えたときに、こ

ういうものに対しての弱者っていう言い方、正しいかどうか分かりませんけれども、利

用するのに難しい方々に対しての配慮が足りないんでないかなと思うんです。ただ、こ

れもさっき言ったように、町民生活課長に言っても詮ないことなんですけれども。やは

りそういうデジタル関係の弱者に対しての配慮がいささか欠けてるような制度でないの

かなと思ってんですけれども、やっぱりその辺を担当課長として県なり国なりのほうに

上げながら、制度の改善をやはり求めるような、そういうことをやっていただければな

と思いますけれども。一応、確認します。 

○議長（天野秀実君） 一般質問だから。町長。 

○町長（早坂利悦君） マイナンバーカードについては、国の政策ということでされてる

わけですので、多分、不備があることもないとは言えないと思います。そんなことも含
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めながら、相談をして、まずもって代議士のほうにちょっと相談をしてみてですね、私

も十分、全部把握してるわけでありませんので、そういう不備なことがあるか、ないか

も含めて、ちょっと相談をしてみたいというふうに思います。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） 今、町長、答弁されたように、制度っていうの、何でも100％、

完全っていうことないんですよね。やっぱりやってみたっけ、ここも違う、あそこも違

う、想定と違ったからどうしようという問題がいっぱい出てくんだと思うんですけれど

もね。やはりそういうのが、要するに、実際に窓口を担当してる自治体、要するに市町

村とかそういうとこから上がっていかないと、やっぱりそういう改善点っていうのは把

握できてこなくなんのかなっていう、そういう認識が出てこないんだと思うんですよね。

県とか国の担当者っていうのはね。もちろん、国・県の担当者も全て、100％だと思っ

てこの制度を、どの制度もそうだと思いますけれども、進めてるわけではないんだと思

いますので、やはりそういう実際のそれを運用する自治体の声を届けてあげないと改善

はなんないと思うので、ぜひやっぱりその辺は、これからさらにいろんな問題点が出て

くんのかなと思いますので、そういうことも踏まえながらそういう声を届けるっていう

のはやっぱり必要だと思いますので、その辺についてはしっかりと対応していただけれ

ばと思います。 

  その中で、マイナンバーカードなくした場合、要するに紛失した場合、辞典に載って

る言葉を使えば。紛失した場合、再発行の手続をしますよね。聞いてますか、課長。何

か聞いてんだか、調べてんだかちょっと分かんないから。カードをなくした場合、再発

行の手続をしますよね。その際、本人の確認をしなくないんだと思うんですけれども。

そうですよね。まず、それを確認します。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） お答えいたします。 

  再発行の場合にも本人確認は必要になってきます。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） カードをなくした場合は、本人の確認をする必要があるという答

弁です。 

  今までは免許証とか、本人確認する際ね、健康保険証、そういうものを提示すれば本

人確認っていうの、できましたよね。まず、一つ一つ確認します。今まではなくした場

合、再手続する場合は、本人確認のために免許証だとか健康保険証とかあればできまし

たよねということなんですけど、イエスかノーか。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） お答えいたします。 

  議員おっしゃるとおり、免許証なり本人確認書類が必要になるということでございま

す。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 
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○１番（工藤昭憲君） ところが、不幸にして、マイナカード、マイナ保険証にした場合、

本人を確認するツールが１つなくなりますよね。保険証、ないんだから。そうでしょう。

マイナ保険証に登録すれば、保険証、ないんだから、というふうに認識するんです。 

  それから、御存じのように、今月の24日以降は免許証もマイナカードで運用されるよ

うになります。そうした場合、本人が希望しなければ免許証もマイナカードと一体化さ

れます。そうした場合、何で確認するんでしょうか、再発行の手続。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） お答えいたします。 

  顔写真付のですね、免許証も必要になりますけれども、パスポートなり、あとは身障

者手帳なり、そういうもので……。 

  すいません。顔写真付の証明書がない場合につきましては、介護保険証なりですね、

あと年金手帳、年金の証書なり、２つ持ってきていただければ本人確認ができるという

ことになってございます。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） あのね、普通、我々だってね、最初にマイナカード登録したとき

に、本人を確認するためのものを持ってきてくださいって言われて、車に戻って、そし

て免許証を持ってきて登録した記憶があるのね。 

  ところが、後期高齢者って言われる方も含めた一般的に年寄りという言い方される方

が、嫁さんなり娘なり息子なりに連れられて役場にそういう手続に来たときに、そうい

うもの全て持っていきますか。今までだったらば、健康保険証あっからこれでっていう

思いが、大概の人、一緒にしてんの、保険証は。だから、あんまり、二度も三度も窓口

に足を運ばないでできたの。やっぱりその辺の利便性を高めるっていう意味からすれば、

本末転倒だと思うのね。本人を確認する資料がなくてさ。家に行って今度、後期高齢者

証なり何かのそういう本人を確認するものを探して、また手続に行かなかないんだよ。 

  だからね、12月２日から保険証はもう一体化なりますっていうＰＲは分かってんです。

国でやってるやつ。 

そういえば、町で出したやつ、どっかにあったと思ったな。ああ、あった、あった、

ここにあった。マイナンバーカードを取得しようという町の、ああ、こいつ、町でない

んだね。みやぎの国保だから国保連合会から出てんだと思いますけれども、町ではない

んだな。 

その中で、12月２日からのやつについては何も載ってないんです。そして、なくした

り何かしたときのやつを、マイナカードをなくして再手続する際のそういう案内なり何

なり、何も載ってないんです、これにね。だから、やっぱり、一般質問でお願い、要望

で駄目、駄目ということはないけど、そうではなくて、これはどうなんだということが

一般質問なんだそうですけれども、やはりこういうリーフレット、パンフレットを作っ

て、こういう場合はこういうの必要になります、カードをなくして再登録する必要があ

ります、その際はこういう本人を確認するための書類、資料が必要ですとかっていうふ
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うにやっぱりしていかないと、２回も３回も窓口に足を運んで、こんなの面倒くせえや

ということでしなくなる可能性だってあるわけですよね。やっぱりそういうことを防ぐ

ためにも、何らかの町としてそういう再登録を必要な方に対して二度も三度も窓口に足

を運ばなくてもいいようなちゃんとしたものを町で発行してもいいのかなと思ったんで

すけれども、その辺についてはどう考えますか、町長。 

○議長（天野秀実君） 町長。 

○町長（早坂利悦君） そういう心配もないぐはないということにはなりますね。いずれ

町で発行ということにはなるかもしれませんけれども、指導は国なり県なりのそういう

ことに対する指導を得て、そして、町独自で知らしめるということになろうと思います

ので、町独自の判断だけではできないかもしれませんので、そのことについても慎重に

問合せをしながら進めたいというように思います。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） そうしますと、国に直接聞くわけではないと思いますので、多分

県だと思うんですけれども、県の保健衛生部か何かだったと思いますけれども、そこに

確認をしながら、その指導に従ってそういうものを発行するなり何なりということも、

考えはあるというふうな回答と取っていいわけですね。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） はい、分かりました。 

  やはりデジタル的なもの、パソコンだとか何とかそういうものも含めて、やっぱり本

当に使いようも知らなければ、だから、言われたまんまに皆、手続してしまうんですよ

ね、多分。だから、そういう本当にデジタル弱者って言われるかもしれないそういう方

が結構多いんだと思います。我々よりずっと下の年代、50代ぐらいの方々はもう、ちょ

うどパソコンとか何とかっていうものが世に普及してきた時代、世代の方々で、そうい

うものに親しんでる方々は問題なく手続も何もできんだと思うんですけれども、皆一律

に同じではないんですよね、こういうものについては。だから、⑦で24条・25条につい

てどうですかっていうのを出してんですけれども。やっぱりね、町で勝手にそういう国

の制度についてけちをつけるような感じのものを出せないのは分かります。だけども、

そういうデジタルに親しみがない方もいるんだっていう中で、そういう方に配慮をした

何かっていうのは、やっぱり可能であれば、不可能ではないと思いますけれども、可能

であれば出すべきだと思うんですけれども。町長は前向きに県と相談しながら、前向き

な答弁だというふうに受け取って、これはここで収めます。 

  ただ、その場合ね、課長ね、再発行するときに、例えばさっき言ったように、本人を

確認すんのに家に戻んなければそういう資料がない、確認するものがないという人がい

たときに、では、役場の中でそのままその人がいたとこで家族等同伴してきた人がいた

ときに、すぐ手続できるようにする方法っていうのはないんですか。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） お答えいたします。 
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  現在の制度上ですね、どうしても本人確認書類っていうのは必ず必要になるというこ

とでございますので、１回来てもらって大変申し訳ないんですが、本人確認書類を持っ

てきてくださいということで、今現在は進めているというところでございます。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） これは意外な回答をもらったんですけれども。役場の中には、工

藤昭憲っていう人が申請に来た。申請に来た理由は、マイナンバーカードを紛失してし

まったために再登録したいんだと。でも、マイナ保険証にしたためにカードと一体化さ

れてる。免許証も返納したり、またはカードと一体化してくださいっていう申請をして、

そうすると２つともないわけだ、本人を確認するツールが。そうしたときに、窓口に行

ったらば、さっきの回答ではないんですけれども、高齢者受給者証だとか何だとかって

そういうものを提示すれば大丈夫ですよという回答だ。でも、家にありますということ

になってくっと、家に行かなくない。小栗山の人は小栗山まで戻んなくないの。南大村

の人は、大原の人は、そこまで戻んないとないわけだよね。そのときにそれ以外の手段、

ないんですかって聞いたらば、ないんだと。家に戻ってそういうものを持ってきて手続

してもらわなくないんだという回答だ。 

  町には工藤昭憲っていう人を確認する手段はないんですか。 

○議長（天野秀実君） １番工藤昭憲議員にお諮りいたします。 

ただいま工藤昭憲議員の一般質問に対する答弁となりますが、休憩後にお願いしたい

と思います。よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  それでは、休憩後にお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午後３時４７分 休憩 

 

     午後４時０５分 再開 

 

○議長（天野秀実君） 休憩を閉じて会議を開きます。 

  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。１番工藤昭憲議員の質問に対する答弁から

始めます。町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） 確認するものがないのかということでございますけれど

も、やはり今の制度上ですね、介護保険証なり、あと年金手帳、証書なりを持ってきて

いただければ、持ってきてもらわなければいけないということでございます。 

  もしなければですね、年金事務所などに行ってもらって証明書のようなものを出して

いただくということが可能かと思います。 

  以上でございます。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） だから、そういう年金手帳だとか何だとかって、忘れたときに役
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場内で確認を取る方法、ないんですかって聞いてんの。ないっていうこと。再度、答弁。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） 先ほど申し上げましたとおり、制度上、やはり本人確認

証がなければ再発行の手続、取るということができないということでございます。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） だから、課長ね、本人を確認する、それを証明するものがなけれ

ば再発行はできないよと、再登録できないよというのは分かんの、制度の趣旨だから。 

  でも、年金証書も、何か本人を確認するために家に戻んなくても、役場内でそれを確

認するもの、ないのかって聞いてんの。何のために聞いてっかっていうと、役場の中に、

行政システムの中にさ、住民基本台帳の中だか何かよく分かんないけども、役場の中に

謄本とか抄本、あるでしょう。それではできないの。何のために役場あるの。 

○議長（天野秀実君） はい。これはどなたになりますか。町長に対する質問にはなって

ますが。 

  工藤昭憲議員に申し上げますが、ただいま一般質問続行中ですが、回答が出そろうま

で暫時休憩をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。（「はい」の声

あり） 

  それでは、執行部の回答が出そろうまで暫時休憩をいたします。 

 

     午後４時０９分 休憩 

 

     午後４時１８分 再開 

 

○議長（天野秀実君） 休憩を閉じて会議を開きます。 

  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。１番工藤昭憲議員の質問に対する答弁から

始めます。町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） 大変お待たせして申し訳ございません。 

  先ほど申し上げましたとおり、町のほうでは、今、定められている国からの指針に従

ってやるしかないということでございますので、これ以上でもなく、これ以下でもない

ということで、どうしてもそういうような見解ということでございます。 

○議長（天野秀実君） 町長。 

○町長（早坂利悦君） さっきの前段の質問でも言いましたけれども、やっぱり不備があ

るんだと思うんですよ。こういうケースっていうのは、今、指摘されてるように、紛失

するというケースはないわけではないわけですから、そうなった場合に窓口に来ての再

発行をお願いしたい、そのときに本人の確認するすべがない。これは、色麻町のような

規模ですから、それは皆さん、分かっからいいんですけれども、大きい町であれば、当

然、今言われたようなことで不備が出てくると思いますので、そういうことも含めてい

ろいろ関係する機関に相談をしていきたいというふうに思います。 
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○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） 課長、また、町長の答弁、もっともなのかどうか、確信は持てな

いんですけれども。 

  例えば免許証、例えば保険証、例えば年金証書、または、謄本、抄本、そういうもの

っていうのは公的文書ではないんですか。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） お答えいたします。 

  今、申し上げられました謄本、抄本につきましては、公的なものになるかと思います

けれども、それを取るのにもやはり身分証明書なりが必要になってくるということでご

ざいますので、それを取るすべがなくなってしまうと、もうどうしようもないというこ

とでございます。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） 前段で振ってますけれども、高齢者という言い方してる。そうす

ると、当然、言葉足りなかったから改めて言うんですけれども、同伴者がいるというふ

うに取ってもらったのかなという思いで質問しったのね。だからそこに、抄本っていう

のは個人ですよね。謄本っていうのは家族の分でしょう。違いますか。私の認識が間違

ってたらば、ごめんなさいだね。抄本っていうのは個人を証明するもの、謄本っていう

のは家族を証明するものでしょう。家族を証明するものの中に申請者、工藤昭憲ってい

う人がいる。その工藤昭憲っていう人がマイナンバーカードをなくしたために再発行し

たい。でも、それを証明するものがないために証明する資料、それを証明するものはこ

ういうものは使えないんですかというお尋ねをしてる。その中に家族が同伴しているか

ら、その家族が私はこういう者です、工藤昭憲の妻です、息子です、娘ですっていうも

のの証明されんのが謄本でしょう。その謄本の中に工藤昭憲っていう者が載ってるのに、

それは使えないんですかっていうことを聞いてる。そこまで言わないと分かりませんか。

それは使えないんですか。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） お答えいたします。 

  謄本がその証明書にならないのかということでございますけれども、同じ答えになっ

てしまいますけれども、国から示されているものが先ほど申し上げました介護保険証な

りその証書になりますので、それがなければちょっと無理だということでございます。 

○議長（天野秀実君） 町長。 

○町長（早坂利悦君） 結局ね、やっぱり不備なんだと思うんですよ、やっぱりね。指摘

されてることは分かるんですけれども。簡単に言えば、謄本で分かるんだからそんでい

いべということになるんですけれども、そこまで国のほうからいわゆる指導されてない

ということに、やっぱり課長はそういうふうにしか言いようがないと思うんです。 

  それで、その辺も含めて、不備な点があるということを含めてですね、確認をして、

こういう場合はどうでしょうかということを、それからお知らせをするということにさ
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せていただきたいと思います。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） いや、私はそれが確認したかったのね。もちろん、そういうのも

含めて。それで、できるとなれば今度、抄本なり謄本を取るのに手数料かかるわけです

よね。300円だったか、500円だったか、ちょっと忘れましたけれども。だから、その場

合に、マイナ保険証の登録を促進して、そしてその利便性を高めるために手続に来た人

から、なくしてしまったんだということでそういう本人を証明するために、また手数料

取んのかという思いがあるんです。だから、そういうやむを得ない、要するに、もう70

も過ぎて、また私誕生日来ると、何回も言いますけれど、72歳になりますけれども。物

忘れはひどいし、なくしたかどうかも覚えてないの、もう。行ってみて、探したっけ、

ない。どうしよう。で、役場さ行きましょうという話で来た。ところが、そういうもの

がないと手続できない。だったらしないとなるわけだ。いや、謄本、抄本を、それを確

認すればできますという、例えば、なったときに、それにまたさらに500円かかります、

700円、1,000円かかりますということになったらば、金かけてまで要らねえやというな

ったらば、マイナカード、マイナ保険証の本来の趣旨から外れるんではないですかとい

うことなの。だから、その場合は手数料についてどういうふうに思いますかっていうこ

と、聞こうと思ったの。そこまで考えなくないの、こういうものっていうのは、だって。

なくすことを前提に考えて発行してるわけだから、多分。だけども、そういう部分で不

備な部分がいっぱい、町長言ったように、あるんだと思うのね。だから、基本的にその

ことだけでもいいから回答願います。答弁願います。 

○議長（天野秀実君） 町長。 

○町長（早坂利悦君） 手数料は、これは本人負担でしょうね。それから、マイナカード、

やっぱり全部義務づけられてね、100％取らなくちゃならないんだという制度に決めら

れて、取らなければ罰則規定なり何かの不都合なことが出てきてるというんであれば、

それは、今言ったように、何としても取んなくちゃなんないんですけども、やっぱり今

のところはできるだけマイナカードに移行してくださいという、その程度でありますの

で、今言ったように、再発行お願いしたいと、それから、もし証明書必要だというんで

あって、その場合の今言ったような書類を取らなくちゃならないっていう費用は、やっ

ぱりこれは本人負担ではないかというふうに思います。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） 12分しか出ないので、⑤と⑥と⑦とまとめてまず質問します。で、

時間があったらば、また詳細についてお尋ねをしたいと思います。よろしいですか、議

長。 

○議長（天野秀実君） もう一度。今、よく聞き取れなかったもんですから、もう一度、

すいません。お願いします。 

○１番（工藤昭憲君） 見ったんだ、今、議長のこと。 

  マスクをしているために聞きづらいようなので、再度、外して言います。 
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  ⑤、⑥、⑦、時間が12分足らずしか残ってないので、まとめて３問質問をして、時間

があれば、再度質問したいと思いますが、よろしいですかっていうことです。 

○議長（天野秀実君） はい。よろしくお願いします。 

○１番（工藤昭憲君） では、⑤、金融機関、どこでも利用が可能というある資料を拝見

したんですけれども、それが私の認識で正しいのかどうか。要するに、どこでも利用で

きんのかどうかっていうことで⑤で出しました。 

  それから、⑥は、マイナカードを利用するにはカードリーダーが必要ですが、近場で

言うと、どこで使えんのか。町内ではどこで使えんのかということで出してました。 

  それから、⑦、デジタル社会形成基本法の24条、25条、これも言うと長くなりますの

ではしょりますが、取組はどのように進めているのか。また、デジタル弱者と言われる

人たちへの対策はということで、続けて３問、回答願います。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） 金融機関でも利用可能のようですがどこでも利用可能か

ということでございます。金融機関での利用につきましては、各金融機関での対応にな

ると思いますが、利用形態として考えられるのは口座開設者、住所、氏名変更手続、金

融商品の申込み時の本人確認書類としての利用が考えられます。 

  なお、金融機関での預貯金の引き落としとかですね、積立てなど、キャッシュカード

機能につきましては、マイナンバーカードに掲載されておりませんので、銀行が発行し

ましたキャッシュカード、もしくは窓口での入出金での手続になるかと考えられます。 

  次、６番目でございます。マイナカードを利用するにはカードリーダーというものが

必要です。近場で言うと例えば加美町、大崎市、大和町などではどんなところで利用で

きるかということでございます。健康保険証として登録、マイナ保険証にしますと、専

用のカードリーダーを設置した医療機関、薬局での健康保険証、薬の処方箋として利用

できるということになってございます。 

○議長（天野秀実君） 総務課長。 

○総務課長（高橋正彦君） ⑦番につきまして私のほうから回答させていただきます。 

  デジタル社会形成基本法の24条、25条への取組はどのように進めているか。また、デ

ジタル弱者と言われる人たちへの対策はという御質問でございます。 

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報の活用に必要な能力にお

ける格差が生じないよう、教育及び学習を振興するために必要な措置が講じられなけれ

ばならないとされております。 

  本町では、令和７年度から開庁時間以外も証明書等を取得できる便利なコンビニ交付

サービスを予定しております。そのため、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付

に不安がある方には、役場においてもコンビニ交付を練習できる環境を準備して、どな

たでもサービスを受けられるようにいたしたいと考えております。 

  デジタル社会形成基本法25条については、上記の教育を担う人材を育成するための措

置を講じることとしております。本町においても、デジタル人材は不足しておりますの
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で、資格取得に対する助成や研修のあっせんにより職員のデジタルリテラシーの向上を

目指してまいります。 

  また、第24条、教育及び学習の振興の取組につきましては、デジタル弱者と言われる

方々への対応として、宮城県の事業でスマホ教室を開催しております。スマホ教室の内

容は、スマートフォンの使い方や県が推進するデジタル身分証アプリ、ポケットサイン

の使い方について学ぶことができますので、令和７年度は色麻町内で開催できるよう、

県に申請してまいります。 

  今後も引き続き、町民一人一人がデジタル社会の恩恵を享受できるように努めてまい

ります。 

  以上です。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） ありがとうございます。３つまとめてありがとうございます。 

  ７分か。どこでも金融機関の利用って、やはり、言われてみれば、入金したり出金し

たりはできないんですよね、やっぱりね。言われてみればね。ただ口座開設したり何か

そういうのに使えるって言われれば、なるほどなと思ったんですけれども。そうだなと

いう思い、⑤については納得しました。 

  ⑥番なんですが、資料を見ますと設置義務のあるとこ、医療機関、それから今言った

金融機関もそうですね。それに官公庁はもちろん、自治体含めてね。それから、大規模

な商業施設、そういうとこでも設置しなさいよという義務があるんだそうですけれども、

その中で今現在、町の中ではどこにあるんでしょうか。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） お答えいたします。 

  役場の中にはですね、カードリーダーというものにつきましては設置されておりませ

ん。 

  以上でございます。（「町のどこにあるか」の声あり） 

  すいません。町の中ということでございます。すいません。町内であれば、加美病院

ですね、あと薬局とかにも設置されているということでございます。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） 基本的に登録する機械は町民生活課にありますよね。登録する機

械はね。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） 登録する機械というか、更新する機械につきましては町

民生活課のほうにございます。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） 登録する機械はないの。 

○議長（天野秀実君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（渡邊勝男君） 先ほど申し上げました更新する機械と、あとタブレット
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というものですかね。マイナンバーカード、申請するためのタブレットはございますけ

れども、それにつきましては、先月の28日でちょっと終了してしまったということでご

ざいます。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） 何だかよく分かんないんだけど。 

  要するに、町長ね、町長に聞きます。要するに、町民の皆さんがマイナンバーカード

を使って何かをしようとしたときに、利便性を高めるためにこういう制度に切り替える

わけだ、国では。混乱があるのは承知だけど。 

そういう中で、例えば公民館。公民館に行ったときにも、何か手続しようとしたとき

にそういう手続する機械がないと、わざわざここに来なくないんだと思う。農業委員会

で何かの手続をしようとしたときに、税務会計課で何か手続しようとしたときに機械の

あるとこに行かなくないんだと思う。保健福祉課でも同じ。総務課でも必要な何かある

かもしんない。そのときに手続をする機械がある場所に行かないと手続ができないんで

は、町民の皆さんは全然利便性、感じられないと思うのね。だから、必要なとこには設

置すべきでないのかなという思いがあるんですけれども、そういう必要なとこに設置し

ようという考えはあるかどうか、町長は。 

○議長（天野秀実君） 総務課長。 

○総務課長（高橋正彦君） お答えします。 

  今現在ですね、マイナンバーカードを使って申請するという手続は、今、役場の中で

はありませんので、そこに行って一々マイナンバー、持っていかないと手続できないと

いうことはありません。 

  それで、今後ですね、ＤＸの推進に向けて書かない窓口というものを、今後設置した

いというふうに考えておりまして、当初は町民生活課に１台置いて、証明書等の発行を

そこでやりたいというふうに思ってますけども、あと、ＤＸが進んでいってもっともっ

と拡大するようになりましたら、逆にですね、そこの町民生活課の窓口で福祉課の手続

だったり、税務課の手続だったり、福祉、いろんな手続を逆にその１か所でできるよう

に、マイナンバーカードを使ってそこの１か所でできるように行く行くはしたいという

ふうに考えておりまして、それを今後、今から順次、進めていきたいということで、今、

準備をしているところでございます。 

  以上です。 

○議長（天野秀実君） 工藤昭憲議員。 

○１番（工藤昭憲君） デジタルトランスフォーメーションだか何だかっていうのをこれ

からやろうという話は分かったんです。 

  だから、それを踏まえて、わざわざ町民生活課に来なくても、福祉課でも公民館でも、

そういう同じ役場関係の施設、色麻では何か所かに点在するわけだ。そういうところに、

または、１階から２階に上がってまた１階に下りてきて手続するとかって、そういうこ

とのないように今後はする気ありますかということなの。やろうというんであれば、た
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だ、課長の答弁は、町民生活課で全てできるようにしたいと思いますという言い方した

から、だからちょっと引っかかったの。逆のパターンもいっぱいあるっていうことなの。

だから、必要なところに必要な手続をそこでできるようにするか、できますかっていう、

そういうことを聞いてんの。 

○議長（天野秀実君） 総務課長。 

○総務課長（高橋正彦君） はい。それも含めて検討していきますし、今、スマホを使っ

てオンライン申請というのもできます。 

  すいません。ブザー、なりましたけども、答弁、途中でした。 

  今ですね、ＤＸ推進に向けてですね、スマートフォンでもあらかじめオンライン申請

とかして、あらかじめいろんな各課に在宅で申請して、あとはもう受け取りにいけばい

いような、そういうようなふうに住民サービスの向上に、今後、努めていくように今か

ら準備していきたいというふうに考えております。 

○議長（天野秀実君） 以上で、１番工藤昭憲議員の一般質問が終わりました。 

  お諮りいたします。 

  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これに御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（天野秀実君） 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに

決しました。 

  本日はこれにて延会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後４時５５分 延会 

                                         

   

 


